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平 成 2 6 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成26年10月16日（木曜日）

午前10時４分開会

第１委員会室

出席委員

委員長 上 原 章君

副委員長 砂 川 利 勝君

委 員 座喜味 一 幸君 新 垣 哲 司君

仲 村 未 央さん 崎 山 嗣 幸君委 員

玉 城 満君 瑞慶覧 功君委 員

玉 城 ノブ子さん 儀 間 光 秀君委 員

欠席委員

喜 納 昌 春君

説明のため出席した者の職、氏名

下 地 明 和君商 工 労 働 部 長

産 業 振 興 統 括 監 玉 城 恒 美君

国 際 物 流 推 進 課 長 慶 田 喜美男君

中 小 企 業 支 援 課 長 新 垣 秀 彦君

企 業 立 地 推 進 課 長 屋 宜 宣 秀君

情 報 産 業 振 興 課 長 仲栄真 均君

文化観光スポーツ部長 湧 川 盛 順君

観 光 政 策 課 長 村 山 剛君

観 光 振 興 課 長 前 原 正 人君

文 化 振 興 課 長 大 城 直 人君

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 渡久地 一 浩君

本日の委員会に付した事件

１ 平成25年度沖縄県一般会計決算平成 26 年

第５回議会 の認定について（商工労働部及

び文化観光スポーツ部所管分）認定第１号

平成 26 年 平成25年度沖縄県小規模企業者２

第５回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

平成 26 年 平成25年度沖縄県中小企業振興３

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

平成 26 年 平成25年度沖縄県中城湾港（新４

第５回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第12号 別会計決算の認定について

平成 26 年 平成25年度沖縄県国際物流拠点５

第５回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第14号 決算の認定について

平成 26 年 平成25年度沖縄県産業振興基金６

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第15号

3 4ii
ただいまから経済労働委員会を開○上原章委員長

会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成26年第

、 、 、５回議会認定第１号 同認定第３号 同認定第４号

同認定第12号、同認定第14号及び同認定第15号まで

の決算６件の調査、決算調査報告書記載内容等につ

いて及び視察調査日程についてを一括して議題とい

たします。

本日の説明員として、商工労働部長及び文化観光

スポーツ部長の出席を求めております。

まず初めに、商工労働部長から商工労働部関係決

算の概要の説明を求めます。

下地明和商工労働部長。

まず、説明に入る前にお○下地明和商工労働部長

わびを申し上げます。皆様に御配付してある歳入歳

出決算説明資料、資料１の４ページをお開きくださ

い。そこに、せんだって配付した資料で修正がござ

いまして、４ページの県債がゼロになっておりまし

た。そこの数字を入れさせていただきました。その

関係上、３ページの一般会計の調定額（Ｂ 、収入）

済額（Ｃ）も連動して修正をさせていただきます。

それから、１ページ目の一般会計、商工労働部計の

調定額（Ｂ 、収入済額（Ｃ）もそれぞれ連動して）

修正させていただきます。大変申しわけありません

でした。よろしくお願いいたします。

それでは、商工労働部所管の平成25年度一般会計

及び特別会計の歳入歳出決算の概要について御説明

いたします。

まず初めに、商工労働部で用意いたしました配付

。 、資料の確認をお願いします 資料１といたしまして

平成25年度歳入歳出決算説明資料、それから資料２

経済労働委員会記録（第２号）
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といたしまして、決算資料説明要旨、この２点が商

工労働部で用意いたしました資料となります。

歳入歳出決算の概要の説明に当たりまして、資料

１、平成25年度歳入歳出決算説明資料に基づき進め

させていただきます。

資料の１ページをお開きください。

こちらは一般会計及び特別会計の歳入決算状況の

総括表となっております。

２ページをお開きください。

こちらは同じく歳出決算状況の総括表となってお

ります。

それぞれの詳細については、３ページ目から御説

明いたします。

３ページをお開きください。

初めに、一般会計の歳入決算について御説明いた

します。

一般会計歳入決算は、予算現額合計が484億6268

万2564円、調定額が386億1066万5867円、収入済額

が385億6407万6875円、収入未済額が4658万8992円

で、調定額に対する収入済額の割合は99.9％となっ

ております。

（目）ごとの明細については説明を割愛させてい

ただきたいと思います。

５ページをお開きください。

次に、一般会計の歳出決算について御説明いたし

ます。

一般会計歳出決算は、予算現額合計が522億2584

万2605円、支出済額が418億3539万5044円、翌年度

繰越額が75億2538万7650円、不用額が28億6505万

9911円で、執行率は80.1％となっております。

翌年度繰越額の主なものは、国際物流拠点施設整

備事業において、一部工事用地の取得ができなくな

り、設計調整等に時間を要したことに伴う約26億

9900万円、沖縄型クラウド基盤構築事業において、

基本設計時に実施した地質調査に時間を要したこと

や、関係機関との調整により追加工程を要したこと

に伴う約30億1700万円となっております。

それぞれ年度内の執行が困難となったことから、

十分な事業実施期間を確保するため繰り越したもの

であります。

次に、不用額の主なものについて （項）別に御、

説明いたします。

（項）労政費の不用額８億2711万5048円は、緊急

雇用創出事業臨時特例基金活用事業の実績減に伴う

委託料、補助金の減等によるものであります。

（項）職業訓練費の不用額１億8339万1886円は、

緊急委託訓練事業の実績減に伴う委託料の減等によ

るものであります。

（項）商業費の不用額６億2407万3747円は、国際

物流拠点施設整備事業において、相続協議の不調等

により、施設用地の土地売買契約が完了しなかった

ことによる公有財産購入費の執行残等によるもので

あります。

（項）工鉱業費の不用額12億3047万9230円は、国

際物流拠点産業集積地域賃貸工場整備事業におい

て、競争入札による工事請負費の執行残、おきなわ

新産業創出投資事業における研究開発補助の執行残

等によるものであります。

以上で、一般会計歳入歳出決算の概要について説

明を終わります。

次に、特別会計の歳入歳出決算の概要について御

説明いたします。

７ページをお開きください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計について御

説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が８億

3028万5000円、調定額が92億7889万7109円、収入済

額が16億513万1610円 収入未済額が71億9954万5493、

円で、調定額に対する収入済額の割合は17.3％と

なっております。

収入未済額は、貸付先企業・組合等の業績不振や

倒産などにより、設備近代化資金及び高度化資金の

貸付金返済が遅延しているところによるものであり

ます。

８ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が８億

3028万5000円、支出済額が７億5210万5291円、不用

額が7817万9709円で、執行率は90.6％となっており

ます。

不用額は、主に中小企業高度化資金の貸付先から

の元利償還金の延滞に伴う公債費の減によるもので

あります。

これは、資金貸付先から県に対する償還額を、当

該公債費として独立行政法人中小企業基盤整備機構

宛てに償還するものとなっており、貸付先からの償

還金延滞に伴い、県から同機構への償還分が減少し

ていることによるものであります。

次に、９ページをお開きください。

中小企業振興資金特別会計について御説明いたし

ます。

歳入決算につきましては、予算現額合計が５億16

万3000円、調定額、収入済額が９億3830万6560円と
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なっております。

10ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が５億16

万3000円、支出済額が４億4414万9350円、不用額が

、 。5601万3650円で 執行率は88.8％となっております

不用額は、機械類貸与資金貸付金の執行残による

ものであります。

11ページをお開きください。

中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会

計について御説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が23億

1441万9000円、調定額、収入済額が23億1722万1065

円となっております。

13ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が23億

1441万9000円、支出済額が23億749万110円、不用額

が692万8890円で、執行率は99.7％となっておりま

す。

不用額は、主に中城湾港新港地区内で使用する重

機の使用料の減等であります。

次に、14ページをお開きください。

国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計につ

いて御説明いたします。

歳入決算につきましては、予算現額合計が２億

7059万7000円、調定額が３億2239万6571円、収入済

額が２億6591万2538円、収入未済額が5648万4033円

で、調定額に対する収入済額の割合は82.5％となっ

ております。

収入未済額は、主に経営破綻した企業の光熱水費

等の滞納によるものであります。

15ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が２億

7059万7000円、支出済額が２億5533万5607円、不用

額が1526万1393円で、執行率は94.4％となっており

ます。

不用額は、主に企業の施設入居がおくれたことに

よる光熱水費の減等によるものであります。

16ページをお開きください。

産業振興基金特別会計について御説明いたしま

す。

歳入決算につきましては、予算現額合計が３億

3191万円、調定額、収入済額が３億1197万3562円で

あります。

17ページをお開きください。

歳出決算につきましては、予算現額合計が３億

3191万円、支出済額が２億7560万6582円、不用額が

5630万3418円で、執行率は83％となっております。

不用額は、主に万国津梁産業人材育成事業におい

て、新規の留学派遣の人数が計画を下回ったことに

よる委託料等の執行残であります。

以上で、商工労働部所管の平成25年度一般会計及

び特別会計の歳入歳出決算の概要について説明を終

わります。

よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

商工労働部長の説明は終わりまし○上原章委員長

た。

次に、文化観光スポーツ部長から文化観光スポー

ツ部関係決算の概要の説明を求めます。

湧川盛順文化観光スポーツ部長。

文化観光スポー○湧川盛順文化観光スポーツ部長

ツ部所管の平成25年度一般会計歳入歳出決算の概要

について御説明いたします。

まず初めに、文化観光スポーツ部で用意しました

配付資料の確認をお願いいたします。

資料１といたしまして平成25年度歳入歳出決算説

明資料、資料２といたしまして決算資料説明要旨が

ございます。

この２点が文化観光スポーツ部で用意した資料と

なります。

歳入歳出決算書の概要の説明に当たりまして、資

料１、平成25年度歳入歳出決算説明資料に基づき進

めさせていただきます。

資料１の１ページをお開きください。

初めに、一般会計の歳入決算について御説明いた

します。

一般会計歳入決算は、予算現額合計が81億2669万

6000円、調定額が55億41万2414円、収入済額が54億

9984万4514円、不納欠損額がゼロ円、収入未済額が

56万7900円で、調定額に対する収入済額の割合は

99.99％となっております。

収入未済額56万7900円の内訳は、県立芸術大学の

授業料の未収分及び県立芸術大学の教員公舎賃貸借

契約終了に伴い徴収すべき敷金の未収分でございま

す。

「目」ごとの明細についての説明は割愛させてい

ただきます。

４ページをお開きください。

次に、一般会計の歳出決算について御説明いたし

ます。

一般会計歳出決算は、予算現額合計が132億5210

万3700円、支出済額が104億395万2285円、翌年度繰

越額が22億1815万7000円、不用額が６億2999万4415
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円で、執行率は78.51％となっております。

翌年度繰越額22億1815万7000円の内訳は、空手道

会館（仮称）建設事業において、取得用地で所有者

間に相続問題が生じたことに伴い、共有者間の持ち

分調整や境界確認、分筆など不測の日数を要したこ

と、また、体育施設整備事業費におけるライフル射

撃場地滑り対策工事において、地盤調査の結果に基

づいた工法変更に伴い設計業務に時間を要したこと

によるものなど、当初予期しなかった事情により年

度内の執行が困難になったことから、十分な事業実

施期間を確保するため繰り越したものでございま

す。

次に、不用額の主なものについて （項）別に説、

明いたします。

（項）工鉱業費の不用額2196万3684円は、沖縄文

化等コンテンツ産業創出支援事業において、コンテ

ンツ制作プロジェクトの実績減等に伴う委託事業費

の執行残によるものでございます。

、（ ） 、次に 項 観光費の不用額５億3186万7108円は

沖縄観光国際化ビッグバン事業において、航空会社

や旅行会社への助成金申請件数が当初見込みより減

少したことによる執行残や、文化資源を活用した支

援事業等における執行残等によるものでございま

す。

５ページをお開きください。

（項）教育総務費の不用額4822円は、職員手当の

実績減等によるものでございます。

（項）社会教育費の不用額1991万2562円は、芸術

文化振興基金からの展示会等助成金の減に伴う事業

費の減や、沖縄遺産ブランド開発・発信事業におけ

る委託料の入札残によるものでございます。

（項）保健体育費の不用額957万5033円は、競技

力維持向上対策事業及び体育施設整備事業費におけ

る入札残等によるものでございます。

（項）大学費の不用額4667万1206円は、県立芸術

大学における授業時間数及び講師の時給変更による

講師報酬の減、老朽化施設撤去工事に係る入札残な

どによるものでございます。

以上で、一般会計の歳入歳出決算の概要について

説明を終わります。

よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

文化観光スポーツ部長の説明は終○上原章委員長

わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に

従って行うことにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて、譲渡しないことにいた

します。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔に発

言するよう御協力をお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

崎山嗣幸委員。

では、早速質疑をしたいと思いま○崎山嗣幸委員

す。

まず、商工労働部にお聞きします。県民所得であ

りますが、平成25年度の決算期において、１人当た

りの県民所得の額と、全国的に何位なのかをまず伺

いたいと思います。これはデータが出ていましたの

で、すぐわかると思います。

平成23年度の１人当たり○下地明和商工労働部長

の県民所得ですが、全国の平均が291万円に対して

沖縄県は201万8000円となっております。順位は47

位となっております。

これは多分、知事公約は全国中位○崎山嗣幸委員

を目指すということだと思いますが、任期の最終年

の決算期でありますが、今言われているのは沖縄県

は201万8000円ということでしたね。全国では291万

円が県民所得の中位ということで今お聞きしました

が、そうなると、この決算期における達成度はどう

なっているのかということなのです。目標年次は単

年度ごとなのか、それとも４年なのかどうなのかこ

の決算期で示してもらいたいと思います。

年次ごとの目標値は定め○下地明和商工労働部長

ておりませんで、今、年次ごとにはないという状況

であります。

先ほど聞いたように全国平均は○崎山嗣幸委員
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291万円ということでありますので、沖縄県は201万

8000円ということで、今は最下位という報告であり

ました。知事は全国中位を目指すということで、４

年間という任期の最終年の決算期ではあるが、今、

年次ごとではないと言ったので、その達成度はどの

ように判断するかということを私は聞いているので

す。

先ほど平均は291万円と○下地明和商工労働部長

申し上げましたが、たしか知事の公約は全国中位

だったと記憶しておりまして、それをこの手元の資

料で見ますと 270万円が中位の県でございます 23、 。

位ということで、70万円近い隔たりがございますの

、 、 、で 今手元にある統計は平成23年度ですが 現時点

平成25年度において達成するのは厳しいだろうとい

う予測ができます。

商工労働部長、正確な数字なので○崎山嗣幸委員

すが、全国平均は291万円ということと、その中位

が270万円ということでしたが 全国平均は 今言っ、 、

た平成23年度の内閣府の資料で見る限り288万円と

私は覚えているのです。全国平均と中位の額ははっ

きりしてくれませんか。中位となると270万円とい

うことで理解してよろしいですね。

はい。○下地明和商工労働部長

では、270万円、23位、中位にな○崎山嗣幸委員

るには、先ほど沖縄県は201万8000円ということで

まだ開きがあるので達成できていないということ

で、今厳しい状況だということですね。

それで、その達成困難な要因なのですが、多分に

県内の経済成長率を見るところ、実質７年連続プラ

ス成長ということで言われていて、製造業と不動産

というのが増加しているということを聞いているの

です。こういうデータを見る限り、経済成長率はあ

るのだけれども、県民所得は上がらないという要因

。 。は何なのですか この分析は違っているのかどうか

正確なデータはございま○下地明和商工労働部長

せんが、他府県に比べて雇用者数、いわゆる労働者

数が常にふえ続けている現状にありまして、県民総

所得は上がっても１人当たりの所得がなかなか上が

らないというのが一つの要因ではなかろうかと思っ

ております。

前も議論に出たのですが、県内の○崎山嗣幸委員

失業者は大体半数以上が200万円以下だとか、また

、 、150万円 100万円もいるということだったのですが

これは特に観光業とか飲食業とかそういうところで

言われているのです。この辺に集中していることを

含めて、やはりそこら辺の非正規雇用の問題とかの

絡みがあるのではないかと指摘されていますが、こ

れはどのように分析なさったのですか。

今御指摘のように、今ま○下地明和商工労働部長

で雇用の量の拡大ということで、コールセンターで

ありますとか、そういう量の拡大ができる業種等の

雇用を中心に企業誘致、あるいは振興を図ってきた

という側面がございます。それからもう一つ、沖縄

県はそういうこともあって、サービス業等の比率が

本土は70％に対し本県は78％を超すということで、

そういう側面がこの１人当たりの所得の低さにつな

がっているのではないかと思っております。

沖縄21世紀ビジョンで県民所得の○崎山嗣幸委員

方向性をどのように位置づけておりましたか。

沖縄21世紀ビジョン基本○下地明和商工労働部長

計画においては、平成22年度を起点として、平成22

年度の207万円から平成33年度には271万円程度に増

加すると見込まれております。

この見込まれるということは―先○崎山嗣幸委員

ほど商工労働部長は具体的に問題点をおっしゃった

のですが、これは解決していくという方向だと思い

ます。今までのものを検証して、今270万円に持っ

ていくということだと思うのですが 270万円に持っ、

ていくといっても、知事は今年で任期なので、その

次の知事に託すことになると思いますが、そういっ

たことの目標に対してどういった展開で達成するの

かという考えをお持ちなのですか。

県では、今までの雇用の○下地明和商工労働部長

量の拡大から今後は雇用の質の向上ということで、

事業者の皆さんに正規雇用への要請を行っておりま

す。これは一つは正規雇用という要請ですが、さら

に経営者の皆さんに経営意識の向上を図ってもらう

ために、県としては沖縄県人材育成企業認証制度の

創設でありますとか、また、これまで沖縄県ワーク

・ライフ・バランス企業認証制度を通して、企業者

の皆さんに労働環境を含めて雇用の質の改善を求め

ております。それが、雇用率の向上が生産性の向上

につながり、所得の向上につながるという観点で事

業を行ってきております。

先ほどからの成長戦略といって○崎山嗣幸委員

も、非正規雇用とか、200万円以下とかが起こって

いることを解消していかない限り、僕は矛盾してい

るのではないかと思っているのです。今までできな

かった課題を解消していくという展開をしないと、

今言われているような県の方針で企業の成長戦略は

伴ったとしても、１人当たりの県民所得が上がらな

かったり、非正規雇用者がいるということの解消を
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含めて、ここを展開していかないと解決は難しいと

。 。思うのです これはどのように考えているのですか

もちろん大前提には企業○下地明和商工労働部長

の成長、そしてそこに雇用が生まれるという、企業

誘致を含め地場産業の振興ということが大前提にあ

るのです。それを含め企業の皆さんに、そういった

生産性の向上という観点からも、正規雇用というも

のが企業成長につながるというような意識を高めて

いくことによって、生産性の向上と相まって県民の

所得向上につながっていくのではないかということ

で、そういった取り組みをしているということでご

ざいます。

先ほど商工労働部長の答弁の中で○崎山嗣幸委員

もおっしゃっておりましたが、４年間で最下位脱出

が図れていない、沖縄21世紀ビジョンに託すという

ことの方向転換だということでありますので、中位

の目標は４年間でできなかったということも含め

て、この商工労働部長との議論については限界があ

るように感じましたので、質疑を保留して、これは

総括に持っていけるように委員長に取り計らいをお

願いしたいと思います。

ただいまの質疑につきましては要○上原章委員長

調査事項として取り扱ってほしいということですの

で、本日の調査終了後にその取り扱いについて協議

いたします。

崎山嗣幸委員。

次に、文化観光スポーツ部長に聞○崎山嗣幸委員

きます。カジノの件でありますが、平成25年度のカ

ジノを含む統合リゾート検討事業費は394万円を組

んでいたと思います。主に旅費になっていると思い

ますが、この調査研究は何だったのか、内容を説明

できますか。

平成25年度予算では394万○村山剛観光政策課長

4000円の調査費を計上しておりました。この実績額

は252万7000円なのですが、この252万円の内訳はほ

とんどが旅費でありまして、この情報収集のための

旅費なのですが、これは大きく２つありまして、１

つは、法制化の動向等に関する情報収集で、国際観

、 、光産業振興議員連盟の関係者からの情報収集 また

それと有識者からの情報収集、そして沖縄県、和歌

山県、神奈川県で結成しております３県研究会とい

、 、うものがありまして そこの自治体からの情報収集

もう一つは海外の事例調査をやっております。ラス

ベガスの事業者とハワイ州観光局、そしてハワイの

下院議長との意見交換であります。

今の調査、収集で、どういう中身○崎山嗣幸委員

、 。だったのか 簡単に集約した中身を報告できますか

では、まず海外○湧川盛順文化観光スポーツ部長

の事例調査を私から説明させていただきたいと思い

ます。まず、ラスベガスの事業者によると、現地を

視察しながら代表者からのヒアリングを行いまし

た。そういう中で、まず、沖縄県への投資について

どう考えるかということをお聞きしたところ、投資

先としてはまず有望であると。どれぐらいの規模の

投資になるのかということについては、日本が定め

る法律の中での納付金、税率、そういったものが投

資規模に大きな影響を及ぼすという話がございまし

た。それから、ＩＲにまた何を求めるかを政府、県

は明確にする必要がある。それから、空港からの距

離はそんなに重視しない。あと、官民協力のもと、

依存問題の対策システム化がラスベガスはしっかり

されているというような状況がありました。

それから、ハワイ州の観光局に行きました。そこ

では、やはりハワイ文化は重要な観光資源、そして

その個性を損ねるカジノの導入にはまず反対という

。 、 、意見でした それから ギャンブル導入については

短期的には収入はふえるが、長期的には影響は望ま

しくない。あと産業面から見ても、観光施設の発展

には本質的価値観に基づく取り組みが必要と。それ

から、ハワイ州の下院議長にも話を聞きました。こ

ちらからは、ギャンブル導入、カジノ導入について

は州の歳入増加を目的としている、美しいビーチは

ハワイに限らずほかの観光地にも存在する、ハワイ

の経済の拡大を図り、軍事収入に頼らない経済にす

るためにもカジノの導入は必要という意見がござい

ました。

シンガポールは視察していない、○崎山嗣幸委員

情報はとっていないのですか。

シンガポールは○湧川盛順文化観光スポーツ部長

やっておりません。

平成25年度はそういった情報収集○崎山嗣幸委員

ということでありますが、平成26年度は基本構想を

つくるということで1700万円くらい予算化されてお

ります。５月の初旬に業者を選定していくというこ

とであったようですが、今までの中間報告というの

か、進捗というのか、それは報告できますか。

確かに今年度当初予算で基○村山剛観光政策課長

本構想策定のための委託費用として約1276万円を計

上しておりました。この具体的な事業内容ですが、

、 、基本構想などでは 設置のコンセプトや設置の類型

機能のほか、納付金に対する考え方、それから懸念

事項への対応について検討して、沖縄県にふさわし



－224－

い統合リゾートのあり方を示すということでありま

した。しかし、こうした具体的な検討に際しまして

は、国の統合リゾートの枠組み、そして国が定める

納付金の率、そして懸念事項対策を踏まえる必要が

あるのですが、ＩＲ推進法の成立によりまして統合

リゾートの導入がほぼ確実になること。そして、そ

の後制定される実施法の成立過程で我が国の統合リ

ゾートの姿がより具体化していきますので、基本構

想の策定に当たっては、ＩＲ推進法の成立後に法が

想定する統合リゾートの姿をベースに検討する必要

があると考えております。現在、ＩＲ推進法は臨時

国会に上げられておりますが、いまだ成立しており

ませんので、現時点で基本構想策定のための委託調

査費は執行しておりません。

まだ執行していないのですね。昨○崎山嗣幸委員

年12月に知事が沖縄政策協議会で承認というのか、

候補地として要請しておりますが、県民合意を得な

いうちに誘致にかじを切ったということで問題に

なっておりますが、私の理解するところ、平成19年

から平成21年までは積極的導入だったのではない

か、それから、平成22年の知事選挙の公約のときに

県民合意が入って判断をためらっているのではない

か、あるいは平成25年に手を挙げたという意味で変

遷していると思いますが、知事の態度は一貫してい

、 。るのか 変わっているのかどうかを聞きたいのです

知事は、今まで○湧川盛順文化観光スポーツ部長

県議会で答弁されているとおり、ＩＲについて関心

はあると。ただし、導入に当たっては県民のコンセ

ンサスを得てからだということです。そのスタンス

については変わりはないと理解しております。

皆さんが出した資料だったかな、○崎山嗣幸委員

沖縄21世紀ビジョンかな、63ページから何の方針か

な、この中で今言われているのは、積極的導入から

ためらって手を挙げたということが出ている。皆さ

んの資料から見るとそのようになっているのだけれ

ども、これは一貫しているということで間違いない

のですか。

今の資料の趣旨○湧川盛順文化観光スポーツ部長

が私どももはっきりわからないので、それについて

はコメントは難しい状況にございます。

だから、私は県の資料から見てい○崎山嗣幸委員

るので、やはり知事の本音はそこだったのではない

かと思って聞いたのです。最初は積極的に導入とし

たが、平成22年の知事選で県民の合意をとろうと

言って手を挙げて、県民合意がもう後になっている

ということが正しい皆さんの整理ではないかと思っ

たのです。私の資料は何からコピーをとったのかわ

からなくなってしまったので、これは探してからま

た後刻、機会があれば質疑をしたいと思います。

終わります。

仲村未央委員。○上原章委員長

経済特区、金融活性化特区、物流○仲村未央委員

拠点特区です。もろもろの特区の適用拡大とか対象

拡大があったと思うのです。それについての資料は

ありますか、準備できていますか。所得控除とか、

そういった投資減税の前と後を一覧でいただきたい

ということで通告したつもりなのですが、あれば先

、 。にいただいておきたいと思いますが いかがですか

休憩いたします。○上原章委員長

（休憩中に、執行部に確認したところ、まだ

準備ができていないので、資料は後ほど配

付することになった ）。

再開いたします。○上原章委員長

仲村未央委員。

では、去年に引き続き観光の誘客○仲村未央委員

活動の事業に関する執行のあり方について主に質疑

をしていきたいのですが、平成24年度は、例の戦略

的誘客活動として48億円を一括で、随意契約で一般

財団法人沖縄観光コンベンションビューローに丸投

げだったのではないかという指摘を通じて、それが

全部随意契約であると、さらに再委託も含めて随意

契約であると、１件も入札がないというのはいかが

なものかとお尋ねをしました。それも議論がありま

したが、平成25年度はそれがどうなったのか。予算

書の段階ではその事業が幾つかに振り向けられまし

たね。その議論の経過、どのようになってこうなっ

たのか、そこら辺をまずお尋ねいたしたいと思いま

す。

昨年度の決算特別委員会○前原正人観光振興課長

で議論をいたしました、平成24年度沖縄観光戦略的

誘客活動推進事業費で説明しました事業内容です

が、国内誘客、海外誘客、離島観光、ＭＩＣＥ、ク

ルーズ船の誘致、観光誘客の軸となる施策を１本で

やっておりました。契約の件数として１件で、額と

しては42億5387万8012円、このうち100万円以上の

再委託額は201件で、23億4455万2694円、その構成

比が55.1％でした。

これが今年度、平成25年度は、御指摘のとおり５

件の事業に分割しております。分割をした理由とし

ましては、事業の内容が海外誘客から国内誘客、離

島観光からＭＩＣＥという形で多岐にわたっていて

非常にわかりにくいという指摘を内外から受けまし
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て、本年度はそれぞれ細事業ごとにばらして個別に

予算化しております。平成25年度の５事業の合計を

した決算額が31億5454万3900円、このうち100万円

以上の再委託額は合計で157件、金額は９億5553万

、 。5063円 構成比にしまして30.2％となっております

また、委員会の中では契約の手法についても議論

になりました。平成24年度は、再委託した201件の

うち入札としたものがゼロ件、企画公募したものが

41件で14億5387万2326円、随意契約が160件で８億

9068万368円。これに対しまして平成25年度でござ

いますが、再委託をしました157件のうち入札をし

たものが１件、386万4000円、企画公募としたもの

が35件、４億5003万5015円、随意契約が121件で５

億163万6048円となっております。

随意契約の内訳ですが、平成24年度に随意契約い

たしました160件のうち１社随意契約を行ったもの

が96件、７億7112万4581円、見積もり合わせをした

、 、 、ものが64件 １億1955万5787円 これに対しまして

平成25年度に随意契約をしました121件、５億163万

6048円のうち、１社随意契約としたものが88件、４

億4773万2103円でございます。見積もり合わせをし

たものが33件、5390万3945円。そのうち平成25年度

に１社随意契約をした主な理由といたしましては、

国内外での旅行博への出展の際に施行業者等を指定

される場合、それから航空路線のプロモーションを

行う際に就航航空が特定された場合、メディアを活

用した広報やキャンペーン等でメディアが指定され

た場合、それから交通広告を行う際に使用するバス

や鉄道などの媒体が企業により特定される場合と

なっております。

平成24年度は48億円、決算で42億○仲村未央委員

円ですが、その１件随意契約だった、これが再委託

も含めて100万円以上の201件がさらにまた随意契約

だったわけですね。つまり入札が１件もなかったと

いう指摘をしましたが、これはどのように改善され

たのですか。

一般財団法人沖縄観光コ○前原正人観光振興課長

ンベンションビューローからの再委託の理由としま

しては、一般財団法人沖縄観光コンベンション

ビューローの性格としまして、いろいろな民間の事

業者とのつき合いがある、ネットワークにたけてい

るということと、それと海外を含むプロモーション

の場合には、いろいろなメディア、それから航空会

社、トータルでプロモーションをしないといけない

というところで一般財団法人沖縄観光コンベンショ

ンビューローに委託しております。ただ、具体的な

手段といいますか、手法としては、それぞれの媒体

であるとか、航空会社であるとか、そういったとこ

ろに分けて発注しないといけないというところで再

委託となっております。

では、その再委託の状況というの○仲村未央委員

は件数としてはそんなに変わっていないという理解

でよろしいですか。

先ほど御説明しました○前原正人観光振興課長

が、201件から157件になっております。

前回は 201件のうちの約半数 96○仲村未央委員 、 、

件が相見積もりもとられていないということも指摘

しましたが、この点はいかがになりましたでしょう

か。

今回は、１社随意契約と○前原正人観光振興課長

いう形で１社と随意契約をしたのが88件、見積もり

合わせをしたのが33件となっております。

見積もり合わせすらしないという○仲村未央委員

のが相変わらず多いわけですが、これは見積もり合

わせが不可能なのですか。

この88件の主な理由とし○前原正人観光振興課長

ては、先ほども御説明しましたが、例えば、国内外

で旅行博を開くときに県のブースを設けるのです

が、主催者から施行業者を指定される場合がありま

す これが１つ それから 航空路線のプロモーショ。 。 、

ンを行う際に就航航空が特定されている場合はこの

。 、航空会社との随意契約という形になります あとは

メディアを活用した広報、キャンペーン、この場合

にメディアが指定されてくる場合がございます。そ

れから、交通広告は使用するバス、鉄道、そういっ

た媒体ごとにそれぞれ随意契約という形になってお

ります。

その１件随意契約の最高額という○仲村未央委員

のは幾らになっていますか。随意契約をしたものの

額の一番高いものです。

随意契約の中で一番高額○前原正人観光振興課長

なものは１件で3000万円。これは海外で行いました

動画、静止画のコンテンツ制作でございまして、事

業内容としては、ナショナルジオグラフィックへの

広告の出稿ということになっております。

契約の相手方は。○仲村未央委員

ＦＯＸインターナショナ○前原正人観光振興課長

ル・チャンネルズでございます。

前回、随意契約の中で23億円再委○仲村未央委員

託があったのですが、県内に受注した額というのが

９億円だったのです。圧倒的に県外が多かったわけ

ですね。今回はそれはどうなっていますか。
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県内に本社がある企業、○前原正人観光振興課長

それから県内に支社がある企業を合わせまして、平

成25年度は57.8％になります。

先ほど前回は、一括で42億円、１○仲村未央委員

件随意契約の一般財団法人沖縄観光コンベンション

ビューローということでした。今回は５件に分けた

と。５件に分けたものは、委託先はみんな一般財団

法人沖縄観光コンベンションビューローなのです

か。

そうです。○前原正人観光振興課長

もう一度、平成25年度の５事業の○仲村未央委員

合計額をお示しください。

５事業の合計で31億5454○前原正人観光振興課長

万3900円です。

そうなると、同じ一般財団法人沖○仲村未央委員

縄観光コンベンションビューローが推進体制という

か、その受け皿として事業費規模を見たときに、平

成24年度は42億円、そして平成25年度は31億円とい

うことで、10億円以上の開きがあるということで、

平成24年度、平成25年度は推移したと理解してよろ

しいのでしょうか。

主なものは、事業内容の○前原正人観光振興課長

見直しによる予算の減でございます。

平成24年度は非常に莫大な１件随○仲村未央委員

意契約の中で、私たち県議会からもなかなか追えな

いぐらいの事業が執行されているわけですね。それ

で、平成25年度はどうなったかと思ったら、平成25

年度はもうやっていないという事業が幾つか見られ

るわけです。平成24年度は単発でやったけれども平

成25年度はやっていないと。全体の中の助成金と言

われた沖縄観光戦略的誘客活動推進事業の中に国内

需要安定化事業というのがありましたね。

その中で、もう全体は追えないので個別に聞きた

、 。いのは クーポンの精算事業というのがありました

例えばエステのクーポン、それからタクシーのクー

ポン、こういったクーポン精算にかかわった事業が

幾つあったのか、そしてその精算額、それぞれの事

業報告をお願いします。

平成24年度に御指摘の国○前原正人観光振興課長

内需要安定化事業の中でクーポンの配付を行ってい

ます。これは季節ごとの誘客キャンペーンの目玉と

しまして、１つには、沖縄県に観光に来ていただく

ための動機づけを行うということ、それから２つ目

が新たな沖縄観光体験を誘発する、それによって消

費単価を向上させるという目的で、観光客が県内各

地の体験メニューを利用する際に割引クーポンを配

付しております。割引クーポンの利用状況としまし

て、夏は家族旅行を対象に体験施設を対象として利

用割引クーポンを配付しています。クーポンの精算

数が5823枚、利用額としまして1164万6000円、秋は

女性を対象としましたエステ、スパ利用割引クーポ

ン 精算数にしまして1071枚 利用額にしまして428、 、

万4000円、冬はシニア層を対象にしました観光タク

シー利用割引クーポン 精算数が973枚 利用額が320、 、

万円、合計で7867枚、利用額として1913万円となっ

ております。

それは個別に実施要項もあれば、○仲村未央委員

対象者の特定の仕組み、それから精算にかかわるス

キームです。そして、それによって皆さんの目的で

あった消費単価の向上、この実績報告をお願いしま

す。

事業のスキームとしまし○前原正人観光振興課長

ては、まず精算方式は、実際にそれぞれの施設で利

用したクーポン券の数に応じてお支払いするという

精算方式です。対象者の確認としましては、空港の

案内所で県外から来られた方だということを確認し

た上で配付する方式をとっております。事業の効果

としましては、先ほど申し上げましたように、精算

方式をとっていますので、実際に訪れた方々が利用

の数と一致しておりますので、それが実績だと思っ

ております。

少し漠然としているので、例えば○仲村未央委員

タクシーで聞きますけれども、タクシーの対象者は

どういうことだったのか。誰が確認をし、どのよう

、 、 、に乗せ そして精算というのは 利用額の何％とか

何をどう精算したのか、そういう精算に対するその

ものです。誰が精算をして、どこに払いに行って、

誰がもらうのかというこの仕組みです。ここが見え

ないのです。

まず、県外から沖縄県に○前原正人観光振興課長

訪れる50歳以上のシニア観光客に対して観光タク

シーの体験クーポンという形で配付をしておりま

す。ちゅら島沖縄観光タクシー制度というのがござ

いますが、その中でゴールドリボン認証乗務員がい

る沖縄本島については１人当たり１枚4000円の配

付、ゴールドリボン認証乗務員がいない離島地域に

ついては、観光タクシーひとつ星認定制度というの

がございまして、島の規模等も考慮しまして１人当

たり2000円の配付をしております。サービスの提供

事業者としては、沖縄県ハイヤー・タクシー協会、

それから全国個人タクシー協会沖縄支部に所属する

観光タクシー、ゴールドリボン乗務員105名、離島



－227－

については、沖縄県ハイヤー・タクシー協会と観光

協会が主催するセミナーを受講した者ということに

限って提供事業者としております。あと沖縄本島に

おいては、ちゅら島沖縄観光タクシー制度のゴール

ドリボンの資格を有する者、そういう運転手さんを

募集して、申請させております。

そういう仕組みでやっている中○仲村未央委員

で、例えばこういう証言がありますけれども、この

方はシニアで県民です。それでタクシーに乗りまし

た、シニアですかと確認をされた、そうしたら、こ

のチケットがありますよともらえた、私は観光客で

はありませんがと。普通に、つまり移動のためのタ

クシー利用ですね。ところが、そのタクシーの運転

手は、いいですよ、シニアだから大丈夫です、対象

ですと言ってもらったと、もらったから使ったと。

こういう利用の仕方が実際にあったということで一

。 、般県民からの話があるわけです 今のこの仕組み上

この方が言うように、観光で利用しているのか、移

、 、動で利用しているのか それから本当に県外なのか

県民だけれどもたまたま帰ってきてタクシーを利用

しているのか、そこを適正に見分けるような具体的

な仕組みがきちんと整った中で行われたのですか。

この事業のスキーム上○前原正人観光振興課長

は、まず対象者であるかどうかの確認方法について

は、那覇空港などにおいて往復の航空券、それから

身分証明書などの提示を求めて確認することとなっ

ております。

ですから、誰が確認したのか。そ○仲村未央委員

して、今実際にそれを利用したという具体例があり

ますけれども、そういったことを検証できるという

、 。 、か そういうシステムはあったのですか それとも

そうでしたかということで結果払い、乗務員の実績

に基づいてひたすら精算をしたのか。

実際にそういうことが起○前原正人観光振興課長

こったということは承知していないのですが、例え

ば那覇空港でしたら、観光案内所で往復航空券、身

分証明書を確認して、先ほど申し上げたそれぞれの

要件に合っているのかと……。

どこで確認をしているのですか。○仲村未央委員

観光案内所です。そう○前原正人観光振興課長

いったところで確認をして提供する、そういうス

キームになっております。

その観光案内所には、この事業に○仲村未央委員

係る特定の受託者というか、そういったことを行う

担当というものを予算を伴って配置していたのです

か。

配置しております。○前原正人観光振興課長

何人とか、どのようにとか。○仲村未央委員

済みません、今、人数ま○前原正人観光振興課長

で把握しておりません。

先ほど 今のタクシーで言えば973○仲村未央委員 、

枚、320万円ということでしたね。例えばタクシー

を１つ例にとって、皆さんが言ういわゆる費用対効

果ですよ。それで結果として、どれぐらい誘導して

客単価を上げたという実績になっているのでしょう

か。

例えば、秋の女子旅キャ○前原正人観光振興課長

ンペーンでは8000円以上のエステ、スパ商品を利用

するときに4000円のクーポンが利用可能ということ

になっております その差額の4000円の部分に クー。 、

ポン利用者1071名を掛けまして428万4000円の効果

が推計されます。夏の家族キャンペーンは、中学生

以下が2000円以上の観光施設を利用する際に１人当

たり2000円のクーポンが利用可能でございますが、

例えば１家族４人、うち子供２人とした場合、子供

２人に両親２名分の効果が生じるため1164万6000円

の効果が生じると推計しております。

１人当たりの客単価、消費額は、○仲村未央委員

平成23年度、平成24年度、平成25年度はそれぞれ幾

らになっていましたか。その推移についてお尋ねを

します。

平成23年度の観光客１人当○村山剛観光政策課長

たりの県内消費額が６万8427円で、平成24年度が６

万7459円です。平成25年度は６万8062円です。

平成24年度は下がっているのです○仲村未央委員

ね。つまり、皆さんの今言う事業は本当に一部です

よ。あらゆるものが恐らくそういう効果を―要綱に

よると観光客の消費単価アップを目指すという目的

になっていますが、先ほどの説明と、直接的にクー

ポンで精算をしていくということと、今の平成23年

度、平成24年度、平成25年度の客単価、消費単価が

下がっているということについてはどういう総括に

なっているのですか。

平成24年度の消○湧川盛順文化観光スポーツ部長

費単価が落ち込んだ理由ですが、まず宿泊施設が平

成23年度の１万8444円から１万8310円に落ちていま

す。これは宿泊施設の競争が厳しくなっているとい

うこともあって宿泊施設がまず伸び悩んでいること

と、あと土産品、そして飲食品、娯楽品等々が、景

気の低迷もあったと思うのですが、若干落ち込んで

おりまして、交通費については増額しているのです

が、その他の部門が総体的に減少したことによって
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総額の１人当たり消費額も減少したという状況でご

ざいます。

先ほど一つ一つの事業の特にクー○仲村未央委員

ポン精算にかかわるものは消費単価を上げていこう

と。ところが、消費単価が下がったと。皆さんは、

平成25年度に、平成24年度の単年度事業みたいにや

めてしまったのですが、やめたとしたらなぜやめた

のか。本当はエステも先ほどのタクシーみたいに聞

きたいところですが、そういった事業のありようで

す。これは沖縄振興一括交付金事業ですよね。もと

の財源は沖縄振興一括交付金ということは、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律の範疇の

事業だと私は認識しているのです。そういう意味で

は公共性とか公益性、緊急性、これはいろいろな意

味で、恐らく会計検査院のそういった指摘もあるで

しょうし、そのものに耐えられる事業だったのかと

いうことも私は視点として非常に疑問です。

つまりクーポンの精算ということで直接的に還元

していくことによっていかほどの実績が示せるの

か、結果としての消費単価は落ちているとなると、

これが本当に事業のあり方としていかがだったのか

ということを私は沖縄振興一括交付金の中で―しか

も、一般財団法人沖縄観光コンベンションビュー

ローがかかわった事業の中で、平成25年度の執行は

平成24年度に比べて体制として10億円落ちているわ

けです。推進体制に対して、あれほどの42億円とい

う事業のあり方がいかがだったのか。平成24年度、

平成25年度を振り返ってのそのありよう。それから

個別には、今たまたまクーポンのことを聞きました

が、こういった精算型のことが、補助金の対象とし

て、ソフト事業として直接的に消費に還元される事

業としての公益性、公共性という意味で本当にこれ

は通るのかということそのものに私は非常に疑問が

あります。平成25年度にやめた理由です。

まず、消費単価○湧川盛順文化観光スポーツ部長

が伸びていないということですが、消費単価につい

ては、その事業のみで伸ばすのは非常に厳しい状況

です。やはり宿泊、あと飲食、お土産もろもろの取

り組みをやる中で宿泊の単価は上げられると思って

おります。

今回の事業については、まず、まだ沖縄県に観光

に来ていない方々に対して、そういったインセンテ

ィブでもって沖縄観光に来ていただくための動機づ

けを行うというのが１つの目的です。もう一つが、

新たな観光体験、いろいろな体験を経験していただ

きましょうというのが目的でございまして、そう

いったことで、ヒアリングの中では、新たな体験が

できたというヒアリングもありますが、終えた、終

了した理由については、その事業に取り組む中で、

民間主導でクーポンの作成を行う業者があらわれた

ということ。それから、飲食店が来店するシニア層

に対して旬の食材を使った食事をサービス提供す

る、キャンペーン展開するなど、特典の原資という

ものを業界側が用意して、逆に来店を促進するよう

な取り組みが出てきたということで、平成25年度以

降についてはクーポンの原資分の事業予算は計上し

ていないということでございます。

そんなことを言ったら本当に大変○仲村未央委員

なことだと思いますよ。クーポンの精算を民間主導

でやるところがあらわれたなんて、こんなフリー

ペーパーはもう何年も前からそういった企業の努力

で広告費をかけてみんなやっているのですよ。それ

を持ってきたら幾らと何かをサービスしましょうと

か、何割引きにしましょうとか、これをやったから

こういう仕組みが生まれたようなことをおっしゃっ

ていますが、とんでもないと思いますよ。だから、

そういった事業対象の絞り込み方や、あるいは直接

的に還元を受ける業者、業種、還元のあり方、これ

が本当に税金の使い方、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律に基づく補助金のあり方とし

て耐えられるのかということで先ほどタクシーの一

例を申し上げたのです。そこはいかがでしょうか。

重ねて答弁いただきたいのですが、実際にこうい

う交付事業をするときには、交付対象や、交付要綱

で基準に定めるべきいろいろなことがあるはずです

よ。それもどうだったのかというのも改めてお尋ね

をしたいのです。これが本当に公正性を伴う事業

だったかということで、これはかなり厳格なものが

あると思いますので、皆さんが先ほど口頭で述べた

ものの実績報告はぜひとも資料としてあわせて提出

を求めたい。それから、今言うようなことに対して

の文化観光スポーツ部長の見解をお尋ねします。

まず、先ほど○湧川盛順文化観光スポーツ部長

クーポンというお話がございましたが、クーポン等

々については、それぞれの事業者がそれぞれの事業

の目的でもって営利の追求のためにやるようなサー

ビスでございますが、私どもがやっているものは、

夏には家族旅行を対象に体験していただく、そして

秋には女性に対してエステ、スパを利用していただ

く、あと冬にはシニア層をターゲットにして観光タ

クシーで誘客をしていくというようなそれなりの政

策を持ちながらやったところでございます。
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あと、民間でそれに類似するような取り組みが出

てきたということで、支援の仕方を今の直接的に

クーポンでやるということではなく、現在やってい

るのは、県の政策の目的にかなうように、民間で事

業をするときに県でその広報の支援をやるというよ

うに方向転換をしたところでございます。

ですので、補助金等に係る予算の○仲村未央委員

執行の適正化に関する法律の趣旨から言っても、本

来は直接個人、法人の負担に該当する事業には使え

ないでしょう。だから民間企業に努力で行っていた

だくものの事業と、今言う皆さんが沖縄振興一括交

付金を使って直接的にばらまくというこのあり方と

いうのが適正だったのかということを聞いているの

ですよ。

これはあくまで○湧川盛順文化観光スポーツ部長

もばらまくというようなものではなく、繰り返しに

なりますが、県で今、春夏秋冬というそれぞれの季

節ごとにターゲットを絞った観光誘客をする。その

中で、そのターゲットに合ったような人たちに対し

て、さらに沖縄県での新たな観光体験を誘発してい

くというような政策を持った形で事業を執行してい

るので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律に違反するような執行の仕方ではないと理解

しております。

結果として違反かどうかは会計検○仲村未央委員

査院等々にかかわる仕事でしょうから、そこのとこ

ろはもう終わりますが、42億円から31億円ですか、

それぐらいの開きがあるような予算のあり方自体

が、一つ一つの事業の継続性という意味で、本当に

この観光事業というのが推進体制も含めて一体どう

なっているのだと問われざるを得ないと思います。

いかがでしょうか。

一般財団法人沖○湧川盛順文化観光スポーツ部長

縄観光コンベンションビューローに委託している予

算が減ったというのは、事業が必要なくなったとい

うか、執行がおかしいから減ったとかそういうこと

ではありません。１つの目的を達成したもの、もし

くは事業の内容を検証する中で見直ししていく、そ

して県全体の予算の配分、そして部の中での予算の

配分等々を踏まえながら予算の措置をやっていると

ころでございます。

私たちとしては、今の観光の現状に合ったような

予算配分をし、そして一般財団法人沖縄観光コンベ

ンションビューローという中核となる執行機関がご

ざいますので、そこと連携しながら、もしくは観光

協会、市町村とも連携しながら、沖縄振興一括交付

金で確保した予算、もしくはそれ以外の予算も含め

てしっかり執行しているところでございます。

それでは、最初にいただいた物流○仲村未央委員

の件の資料ですが、対象の拡大とか、優遇措置の拡

充によって対象事業者の増減はどうだったのかとい

う資料をいただきたかったのですが、それはないで

しょうか。

制度だけだと聞いたもの○下地明和商工労働部長

ですからそれは準備していないのですが。後で提供

するということでよろしいですか。

そうですね。つまり拡大した後、○仲村未央委員

税の優遇措置を受けた企業がどれぐらいふえたのか

ということを前と後でそれぞれ知りたいという中身

ですので、ぜひそれは数で報告をお願いします。

短目に答弁させていただ○下地明和商工労働部長

きたいと思います。

平成26年度８月時点での法人税軽減の実績を取り

まとめたところ、特区全体では平成24年度は20件の

活用で６億円の軽減をしたところであります。平成

25年度はまだ完全に出ておりませんので一部推計が

入っていますが、30件で約14億円の軽減をしたとい

う状況でございます。

では、後で個別に資料をお願いし○仲村未央委員

ます。

瑞慶覧功委員。○上原章委員長

まず最初に、予算とは直接関係な○瑞慶覧功委員

いのですが、大変気がかりなことがあって、去る土

日に台風19号で沖縄本島が暴風域に巻き込まれたわ

けですが、その台風のさなか、土曜日でしたけれど

も、夕方に娘が結婚式に行くと言うのですね。今か

らだんだん強くなろうというときに出ていこうとす

るものですから、少しおかしいのではないかといろ

いろ口論になったのですが、軽自動車では危ないと

いうことで大きい車を持たせたのですが、帰ってく

るまで大変心配だったのです。聞いてみると、キャ

ンセルすると新郎新婦に全額負担がかかると、キャ

ンセルできないのだということで、そうなると何百

万円単位ですね。こんな状況というのか、そういう

実態というのはどうなっているのですか。

決算議案の調査と直接関○下地明和商工労働部長

係があるのかどうか私には判断がつきませんが、お

話を伺った後に、何カ所かのホテルに電話確認とい

う形をとってみました。その中では、ホテルによっ

て対応がいろいろ違います。ですから、これは個別

の契約の中でやっていることなので、なかなかこち

らからどうのこうのと言える立場にないのではない
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かと。例えば、スーパーなどもあいているところも

あれば閉まっているところもありましたし、コンビ

ニエンスストア等もそれぞれの対応でしたので。ホ

テルによっては、何日か前から相談すれば最小限に

抑えてやるとか、延期をすればかなりの面倒を見て

くれるとか、あるいは中止をしたらそれなりに払っ

ていただくとか、もろもろホテルによって状況が違

うようですので、何ともコメントしかねるかと思い

ます。

今度の台風も２日前までの進路と○瑞慶覧功委員

若干変わったのですね。そういう中ですから、台風

というので当日に暴風域に入るかどうかというのは

やはり直前にならないとわからないという状況があ

るわけですから。先ほどホテルによって違うと言っ

ていたのですが、県は暴風警報を出して外出を避け

るようにということで呼びかけるわけです。そうい

うさなかで、県はもっと横のつながりというか、統

一をして、例えば保険をかけさせる。これも宝くじ

みたいに、確かに契約はするけれどもまさかそのと

きに当たるというのはほとんどみんな思っていな

い、そういう状況だと思うのですよ。だから、そう

いうものは契約云々ではなくて、県も一緒に入って

もっとかかわって対処すべきではないでしょうか。

この部分に関しては、防○下地明和商工労働部長

災の観点から、知事公室の防災危機管理の視点から

だったらできると思いますが、商工労働部の立場上

はそこにはなかなか踏み込めないのではないかと思

います。

そこも提言して、こういう状況が○瑞慶覧功委員

ありますと。こういう暴風警報発令のときは個人任

せではいけないと思うのですよ。やはりそういうと

ころに県として横のつながりといったものをしっか

りとやって、きちんと県が間に立って、指導、まと

めていく。本当に今の状況だったらもっと大きな事

。 、 。故につながると思います 以上 提言しておきます

では、質疑に入ります。

主要施策の成果に関する報告書の中から 165ペー、

ジの国際物流拠点産業集積地域賃貸工場整備事業で

す。決算額が低い理由です。そして、事業効果で県

内の製造業及び関連産業の振興に寄与するとある

が、県外、国外は対象となっていないのかです。

まず、国際物流拠点○屋宜宣秀企業立地推進課長

産業集積地域賃貸工場整備事業の決算額が低い理由

についてでございますが、平成25年度の賃貸工場整

備事業は、予算を平成26年度に一部繰り越しまして

５棟を整備しております。当初予算につきましては

19億5000万円余り、そのうち65％に当たります12億

7000万円余につきまして平成26年度に繰り越してお

ります。それが決算額が低い理由でございます。

続きまして、事業効果など、県外、国外は対象と

ならないのかという趣旨の御質疑に対してですが、

賃貸工場につきましては、立地企業の初期投資の負

担を軽減して早期の立地につなげるための受け皿施

設として整備しております。県外、国外から製造業

の立地集積を促進し、県内の観光広域型産業の振興

を図ることを目的としておりまして、そういう意味

で、県内製造業全体のレベルアップを図り産業振興

につなげていきたいという意味でございます。

対象になるということですね。○瑞慶覧功委員

そのとおりでござい○屋宜宣秀企業立地推進課長

ます。

次に、うるま地区の企業立地が進○瑞慶覧功委員

まない要因というか、課題は何ですか。

進まないということでの○下地明和商工労働部長

話ですが、私どもとしては、毎年企業はふえてきて

おりますのである程度進んでいると思っております

が、一般的に我々がもっと加速できない理由として

考えているのが、土地の分譲価格が若干高いという

ことと、本土市場からの遠隔という意味で物流コス

トが割高である。それから、御案内のとおり製造業

あるいは物づくり産業の集積が低いということで、

なかなか相乗効果が生めないということなどで思っ

たように伸びていないというのが現状ではないかと

考えております。

次に、169ページ、臨空・臨港型○瑞慶覧功委員

産業集積支援事業です。平成25年度の実績は１社と

のことですが、これはどこの企業か。

平成25年度に助成○慶田喜美男国際物流商業課長

いたしましたのは、沖縄ヤマト運輸株式会社でござ

います。

初期投資費用とあるのですが、ど○瑞慶覧功委員

ういったものを指しているのですか。

この事業は、国際○慶田喜美男国際物流商業課長

物流拠点の形成に資するため、物流企業等の集積を

図るため、その初期投資に対しまして助成をするも

。 、のであります 助成の対象になる初期投資費用とは

例えば、那覇空港を活用する新規事業の開始に必要

な施設整備費、それから施設整備に関する機械設備

等の移送費、それから職員の研修費等々を規定して

おります。

次に、170ページです。沖縄国際○瑞慶覧功委員

航空物流ハブ活用推進事業の経済、雇用効果につい
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てお願いします。

沖縄国際航空物流○慶田喜美男国際物流商業課長

ハブ活用推進事業は、基本的に県産品の海外への販

路拡大、それと臨空・臨港型企業の誘致活動等に充

てている費用でございます。

沖縄国際航空物流ハブ活用推進事業の実施により

まして、県産品の販路拡大につきましては基本的に

約３億7300万円の県外への販売拡大がございまし

た。主な品目としましては、豚肉や牛肉などの畜産

物、それから紅芋ペースト等々の加工食品等々でご

ざいます。また、これにつきましては、事業の開始

前、月平均400キロの出荷にすぎなかった県産品の

海外展開が、平成25年度末の実績では月平均22.5ト

ンの出荷量で、約56倍まで増加している状況でござ

います。

それから、沖縄国際航空物流ハブ活用推進事業の

展開によりまして、基本的な企業の誘致といたしま

しては、ＡＮＡの国際貨物ハブ事業に関する直接雇

用者として約221名の直接雇用が発生しております

し、また、ヤマト運輸グループの国際貨物事業に関

する新規の雇用者数が平成25年度末時点で92名と

なっております。

次に、171ページの航空機整備基○瑞慶覧功委員

地整備事業です。企業参入の計画はどうなっていま

すか。

この事業は、那覇○慶田喜美男国際物流商業課長

空港に航空機整備施設を建設しまして、航空機整備

にかかわるいろいろな業種の誘致を核として展開し

ていこうという事業でございます。基本的に、県は

この航空機整備施設に入居する企業を平成25年11月

に公募いたしました その結果 応募者はＡＮＡホー。 、

ルディングス株式会社１社でありまして、審査会で

の審査を経て、１月６日に入居内定者としていると

ころでございます。ＡＮＡホールディングス株式会

社は、航空機整備事業を沖縄県で実施するに当たり

まして、新会社を設立して、設立後10年目で約300

名の県内雇用を計画しているところでございます。

次に、172ページのグローバル市○瑞慶覧功委員

場に向けた展開支援の強化ですが、海外事務所の職

員配置と、駐在員を置いているところはどのように

駐在員を選考しているのか。

御案内のとおり、国際交○下地明和商工労働部長

流を通して活性化を図るということで、沖縄県産業

、 、 、 、振興公社を通じまして 台北 それから香港 上海

北京に海外事務所、そして委託駐在員としてシンガ

ポール、タイ、フランス、オーストラリア、北米、

福建省に駐在員を配置しております。各海外事務所

の人員体制は、香港事務所及び上海事務所が５名体

制、それから台北事務所が４名体制、北京事務所が

３名となっております。

この海外事務所及び駐在員の役割としましては、

先ほど国際物流商業課長からの答弁もありました

が、海外における県産品の販路拡大、海外からの観

光誘客、それから県内企業の海外展開支援、加えて

海外との文化学術交流の推進などが挙げられており

ます。

その職員の採用という御質疑ですが、各事務所の

所長は県の職員を沖縄県産業振興公社に派遣といい

ますか 出向させまして そこで所長をさせてもらっ、 、

。 、 、ている それから 副所長という役職もありますが

これについては県関係者の地元であったり、金融機

関からの派遣職員であったり、あるいは今回から初

めてですが、台北事務所に石垣市からの派遣であっ

たりという形で賄っております。それに通訳とか、

あるいは現地に明るい職員ということで現地スタッ

フを採用して、その構成で事務所を運営しておりま

す。

今のは海外事務所のあるところだ○瑞慶覧功委員

と思うのですが、事務所を置いていない駐在所があ

りますね。そこの職員については。

駐在員に関しましては、○下地明和商工労働部長

その役割として、観光誘客でありますとか県産品の

拡大という役割が課されていますので、経歴、スキ

ル、あるいは場合によっては県出身で、県のことを

よくわかって紹介できるとかということで、できれ

ば現地の県人会の皆様方からの推薦をいただきなが

ら、そういう沖縄県に明るい、そして現地でも十分

に営業ができる、仕事ができるという方を面接した

上で選考、採用しております。

次に、文化観光スポーツ部です。○瑞慶覧功委員

218ページ、沖縄観光国際化ビッグバン事業です。

今、観光客が62万7000人、国別では台湾が25万4000

人です。ことしはさらにふえるだろうと言われてい

るのですが、実に台湾が40％近くを占めているので

すね。沖縄県から台湾へは、観光客を初めビジネス

マンはどれぐらい行っているのでしょうか。

台湾から40％、○湧川盛順文化観光スポーツ部長

25万人とたくさんの方が来ていますけれども、台北

駐日経済文化代表処那覇分処に確認したところ、沖

縄県から台湾への渡航者数については、具体的な数

値は把握していないということです。

これは私も何年か前にも質疑した○瑞慶覧功委員
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のですが、沖縄県はいつも台湾にお世話になりっ放

しで、台北駐在員の皆さんも、やはり沖縄県からも

観光で台湾にもっと来てほしいという話も、琉中親

善議員連盟とかそういう中でよく聞くのですよ。や

はりそういったことも支援すべきだと思うのです

が、そういったものはありますか。

今、委員がおっ○湧川盛順文化観光スポーツ部長

しゃるように、確かに台湾サイドからも、できるだ

け沖縄県からも、相互交流という意味でたくさんの

観光客に台湾に足を運んでいただきたいというよう

な声はございます。

今、県として、県民が台湾に行くための直接的な

支援事業としてはないのですが、今、台北駐日経済

文化代表処那覇分処ともいろいろと意見交換してい

るのですが、当面はいわゆる学生の相互交流、そう

いったもので相互交流というものを進めたらどうか

ということです。うちとしても、台湾の学生との交

流、修学旅行を含め、そういったものについて検討

していきたいと考えております。

やはり修学旅行ですね。そういっ○瑞慶覧功委員

たものも、今、台湾へすごく行っているのですが、

長野県とか北海道が圧倒的に多いということで、沖

縄県ではなかなかそこまで行っていないですね。前

に琉中親善議員連盟で行ったときもそういう話があ

りました。やはり修学旅行も考えていくべきではな

いかと。後ほど修学旅行は触れるのですが、それと

老人会、お年寄りは元気ですから、近くて、おいし

いものもたくさんあって、見るところもたくさんあ

るという台湾をもっと 一方通行で、それだけでは-

やはりいつかおかしくなるのではないか、こっちに

ももっと目を向けて連携してやるべきではないかと

思います。希望しておきます。

223ページ、修学旅行ですが、今、本土からの修

学旅行の学校数、そして人員は。

平成25年度が2496校、43○前原正人観光振興課長

万6334人です。

この流れというのですか、過去か○瑞慶覧功委員

らの推移としてはどうなっているのですか、大まか

でいいですよ。

済みません、先ほどのも○前原正人観光振興課長

のは暦年でございました。平成25年です。

推移ですが、平成22年から平成25年までおおむね

43万人台を推移しています。ただ、平成23年は東北

の大震災の影響で、東北への修学旅行が沖縄県に振

りかえられたということがございまして45万人に

なっております。

先ほど１人当たりの消費単価の話○瑞慶覧功委員

もありましたけれども、修学旅行生というのは、詰

め込んだり云々してやはりそれは低いと思うのです

が、今後のリピーター、夏場に来たいとか、そうい

う大事なお客さんだと思うのですね。それはぜひま

たしっかりと保ってというか、頑張っていただきた

いと思います。

休憩いたします。○上原章委員長

午後０時２分休憩

午後１時23分再開

再開いたします。○上原章委員長

午前に引き続き、質疑を行います。

玉城満委員。

184ページ、泡盛の件ですが、今、○玉城満委員

県外における展開に関してはいろいろな予算の措置

がされて、プロモーションであるとか、そういうこ

とをされているのですが、それなりに実績を見てい

。 、 、 、るかと思います しかし 最近 沖縄県の酒事情は

焼酎が入り込んだり、ウイスキーの例のハイボール

であるとかワインであるとか、そういうのがどんど

ん進出してきて、酒の売り場面積の２割がもう焼酎

になってしまっていると、この前、酒造組合の方か

ら話を聞いたのです。県内でどうやってこの泡盛の

根っこをもう少し強くするというか、地元をもう少

し強化するという意味で、そういう県内対策に関し

てどのような考えを持っておられるのか、部長にお

聞きいたします。

若者が強い酒を避ける傾○下地明和商工労働部長

向にあるとか、あるいは全体としてアルコールの消

費量が減ってきたとか、そういう中において、御多

分に漏れず、泡盛の県内における消費量も減ってき

ているとデータ上も出ていますし、実感もしている

ところです。

県内における泡盛の消費拡大に向けては、ウイス

、 、キーなどと同じように コークハイでありますとか

島ハイボールみたいな形とか、そういう形で一生懸

命に工夫は凝らしているのですが、最近のワインも

しかり、あるいは日本酒もしかり、それにほかの焼

酎もしかりという形で、かなり好みが多様化してき

ている中において苦戦しているという状況でありま

す。今申し上げましたように、泡盛としても何とか

対抗しようということで、島ハイボールだとかなん

とかということで、居酒屋等も含めて販売作戦は遂

行しているところですが、なかなかうまくいってい

ないというのが現状ではないかと認識しています。

だから、要はもう少し泡盛のキャン○玉城満委員
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ペーンというのか、県内のキャンペーンというのが

僕は必要ではないかと思っているのです。だから、

県内におけるキャンペーンに、ひとつ行政が手をか

すというか、県が支援する施策をぜひつくっていた

、 、 。だきたいのですが その辺 いかがなものでしょう

まさにそのとおりでござ○下地明和商工労働部長

いまして、特に観光客も含めまして、沖縄の料理と

合わせるような形で、今盛んに島野菜だとかそうい

う県産食材のＰＲをしているところです。それと合

わせたような形で何とか泡盛の消費拡大というので

すか、飲んでいただくことに結びつけられるような

ものを、そういう事業とあわせて取り組めないか検

討していきたいと思っております。

それと、意外と料理というのは日本○玉城満委員

酒を入れたり、ワインを入れたりという料理が結構

あるのですが、泡盛を入れる料理をやはり支援して

。 、いく方法もあるのではないかと思うのです だから

料理用泡盛とか、そういうものだったら何か新商品

という感じのイメージがあるではないですか。そし

て新しいウチナー料理発掘ということも含めて、お

菓子類もそうですよね。お菓子類も結構ワインを

使ったりとかウイスキーを使ったりとかという料理

もあるので、その泡盛を使った新商品の試行品の開

発にもぜひ県が積極的にやっていただければ、僕は

少しは泡盛も元気が出てくるのではないかと思って

いるのですが、いかがなものでしょうか。

なかなか料理と泡盛とい○下地明和商工労働部長

うのが私の頭の中で結びつかないのですが、これは

また専門家がいらっしゃると思いますので、そう

いったレシピができるようなことを少し探ってみた

いと思います。

今度は文化観光スポーツ部関係です○玉城満委員

が、 の件ですが、今の進捗を少し教えしまくとぅば

ていただきたいと思います。

しまくとぅばに○湧川盛順文化観光スポーツ部長

関しては、去年から予算を増額して県民運動として

取り組んでいるところですが、進捗としては、去年

は普及計画をつくり、県民の実態調査を行ったと。

それとあわせて、県民の意識醸成のために県民大会

をし、しまくとぅばのハンドブックを作成して、普

及版としてそれを配付する。あとは県内の交通機関

団体とかそういうところに、できるだけしまくとぅ

ばを使うような取り組みを要請してきています。

今年度についても、特に学校現場での取り組みを

強化したいということで、小学校５年生、中学校２

年生、その全生徒に読本というものを３万6000部つ

くって配付する予定で作業を進めているところで

す。

あとは、やはり広がりを持たせるために、市町村

。 、で予算措置する仕組みをもっと広げていくと あと

しまくとぅばの宣言決議というのですか、議会での

宣言というのですか、そういう数をふやしていく取

り組みをやっていきたいと考えています。

企業の皆さんに応援してもらうと○玉城満委員

か、いろいろな組織に応援してもらうというのもい

いのだけれども、県当局が何か仕掛けていることは

あるのですか。

これといって効○湧川盛順文化観光スポーツ部長

果的なものかどうかはよくわかりませんが、できる

だけ使う場、聞く場を広げるという意味で、１つ目

の大きなこととしては、自治研修所の中でしまくと

ぅばの講座を開いて、県職員に対するしまくとぅば

を少し勉強していただこうということを今年度から

試みています。あとは、部長名で各部に対してでき

るだけ挨拶の中でしまくとぅばを使っていただきた

いという文書を発したということ。あとは今、毎週

水曜日がノー残業デーですが、そのアナウンスをそ

れぞれの地域のアナウンスで流すような仕組みを

。 、 。とっています 等々 そういうことをやっています

こういう運動というのはやはり県が○玉城満委員

率先して、県庁に行ったらおもしろいよ、県庁に電

話したらおもしろいよ、ウチナーグチで応対してく

れるよというようなおもしろい仕掛けをやることに

よって、やはり県民も変わってくるだろうと。それ

とよく銀行であるとか、郵便局であるとか、そうい

うところの窓口にお年寄りの皆さんが来たときに、

昔はきちんとウチナーグチ対策の職員がいたのです

よ。やはりそういう人たちがしっかり、マーカラメ

ンシェービタガと、ちゃんとそのようなウチナーグ

チの対応をする人を、意識して来なくても、やはり

そういうのを配置していくというのもおもしろいか

もしれません。例えば、よく英語を使える方は、私

は英語は大丈夫ですと誰かが訪ねてきたらやるよう

に、ウチナーグチオーケーですと。ウチナーグチが

オーケーというのも変ですが、そのような対応をや

はり各窓口にそういう人がいるだけで雰囲気がもう

全然違ってくるのではないかという気がします。

それと今、経済労働委員会でこれは話し合われる

のかなと僕は思ったのだけれども、この前、しまく

とぅばの普及に関して、連絡協議会のほうから提言

があったではないですか。これはどういうことかと

いうと、学校にこの本を配るだけではなく、学科と
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してしっかりと取り入れてもらいたいという要望書

だったと思うのです。それに加えて条例もつくりた

いという、そのような話があったのです。これは教

育委員会に行っているようですが、文化観光スポー

ツ部としては学校教育にやはりこれを生かそうと考

えているわけだから関係があると思うのです。その

辺の新しい条例をつくることに対してはどういう考

えをお持ちですか。

今、条例につい○湧川盛順文化観光スポーツ部長

ては１つ目に、議員提案でつくりましたしまくとぅ

ばの日に関する条例というのがございます。あとは

昨年度、県でつくった沖縄県文化芸術振興条例の第

７条第１項で、しまくとぅばの普及と継承に必要な

措置を講ずるべきことということで定めているとい

うことです。あと、うちのビジョンを踏まえてしま

くとぅばの普及推進計画というのをつくって今取り

組んでいるところですが、新たな条例というのがど

うしても教育庁の分野と絡んできますので、やはり

この条例制定の趣旨、あと目的、内容等々を見なが

ら教育庁サイドと議論を少し深めていきたいと考え

ております。

ぜひこのしまくとぅば、僕は大事だ○玉城満委員

と思っていますので、ウチナーンチュの文化意識と

いうか、シマンチュ意識みたいなものを高める意味

でも、しまくとぅばと言われている５つの言語です

よね。離島の与那国の言葉であるとか、宮古の言葉

であるとか、そういう地域地域の言語に関しても同

じような読本をつくって、きちんとその地域で誇り

を持って残していくように、そういうこともやって

いただきたいと思っております。これは要望ですか

ら。

あと、前々から僕は進言しているのですが、例え

ばヨーロッパあたりだと文化予算というのがその国

の大体１％以上は確実にいっているわけですね。中

には５％というところもあるぐらいで、結構文化を

大切にする予算の組み方みたいなものがあるのです

が、沖縄県の総予算の中で純粋に文化予算というの

は大体何％ぐらいになっていますか。

正確な数字は○湧川盛順文化観光スポーツ部長

持っておりませんが、条例をつくる際に調べた内容

では0.9％程度だという情報です。

これは恐らく沖縄県立芸術大学の予○玉城満委員

算も込みでしょう、そういうことです。僕は、文化

予算の中でも沖縄県立芸術大学の予算が多分一番多

いと思うので、そうではなくて、やはりソフトをど

うやって育てていくかという部分での予算が不足し

ているのではないかという気がしているのです。中

でも、僕がふだんから提言していた、海外の皆さん

にウチナーの文化を紹介することを今なさっていま

すね。そんなときに海外でどういう反応を持ってい

るかというのが、これは今、一つの実証実験みたい

な感じだと思うのです。外でやっているその国々が

どうやって反応しているか、その国がどう受けてい

るのか、それともトゥルバッテいるのかとかいろい

ろあると思うのですが、こういう調査もされていま

すか。

沖縄芸能活用プロモー○大城直人文化振興課長

ション事業ということで、Ship of the Ryukyuとい

う形で、昨年は８カ国13都市で53公演やっておりま

す。それでその都市でアンケート調査をしていまし

て、沖縄県への来訪意向について、行ってみたい、

もしくは実際に行く計画を立ててみたいという意向

は、直行便のある重点市場では53.3％、そして新規

市場でも41％、特に台湾では72％とかなり高反応で

ございます。

やはりこれは非常に大切なことだと○玉城満委員

。 、 、思うのです 2001年だったかな 2000年だったかな

サミットのときに沖縄県の芸能を世界中の主要都市

で紹介しようというイベントがありました。そのと

きに、アメリカ班とかヨーロッパ班とか、アジア班

とかいろいろあったのですが、僕らはロシアとイタ

リアとフランスへ行ってきたのですが、これは大変

な反応なのです。僕らは灯台もと暗しというか、地

元の文化に関しては当たり前さというイメージがあ

るけれども、やはり海外の人が沖縄県の芸能に関し

ては、日本のものとは全然違う、一国のものだとい

う評価を向こうの専門家たちはしているのです。と

いうことはどういうことかというと、可能性が相当

あるのです。だから、今８カ国、50何公演という話

がありましたが、これをぜひもっとふやすことに

よって沖縄県の文化の価値観がすごく高まってい

く。そして海外に評価されるということは、戻って

きたときにすごく見直されるのです。沖縄県の人の

価値観まで上がってくるわけです。だから、そうい

う意味ではどんどん海外公演を打つ。要するに県外

で公演を打って、それがまた逆に観光で戻ってくる

みたいな、返ってくるみたいな、そういう仕掛けを

しっかりつくったほうがいいと思うのです。それに

伴って物産というところも一応やっていくと、３本

の矢みたいな感じになってくると思います。沖縄版

の芸能だけを紹介するのではなくて、観光にも返っ

てくる、そして物産にも返ってくるという仕掛けを
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ぜひ芸能でつくっていただけたらいいのではないか

と思うのです。部長、その辺はどうでしょうか。

今、実は県のほ○湧川盛順文化観光スポーツ部長

うで産業政策、戦略、先ほど商工労働部と農林水産

部とうちの文化観光スポーツ部、３つの部長、統括

監が集まって、いろいろと連携してできないかどう

かという部門会議を開いています。今、まさに委員

おっしゃるとおりのことをその中でやろうとしてい

。 、 、ます というのは 沖縄県を県外に売っていくとき

例えば物産を売るだけでも、どういう物産なのかな

かなかわからないのです。きれいな海からとれたお

塩なのか、どういうところのお塩なのかわからない

のです。それをできるだけきれいな海のお塩である

とか、あの文化の中で育った泡盛であるとか、やは

り海外でプロモーションをするときには文化と観光

と農林も含めた物産を一緒に売っていく、沖縄県全

体として売っていくことがより効果が高いだろうと

いうことで、それも次年度からどういう取り組みが

できるのかという検討を今進めているところです。

商工労働部長に今の件に関して。○玉城満委員

まさに今、湧川文化観光○下地明和商工労働部長

スポーツ部長がおっしゃったように、私と文化観光

スポーツ部長、そして農林水産部長で、県に４戦略

部門をつくっているのですが、その中の産業振興部

門としてやっておりまして、一緒になって物産と原

料である農水産物を使った、特に意識しているのは

土産品、そういったものを開発していこうというこ

とで一緒に取り組んでおります。

ぜひこれは本当に最重点プログラム○玉城満委員

として、施策としてやってほしいですね。今までは

横串というのが余りなかったものだから、お互い横

串で―これはどこどこの担当でしょう、これはどこ

どこの担当でしょうということではなくて、やはり

一緒にやることによって、沖縄県というものが少な

くとも海外にアピールできると思いますので、これ

からもこれだけは予算を３倍にも４倍にもして、ぜ

ひ最重点施策でやっていただきたいと思います。こ

れは要望して終わります。

玉城ノブ子委員。○上原章委員長

商工労働部のほうに最初に質疑○玉城ノブ子委員

いたします。

国際物流特区ですが、沖縄21世紀ビジョン計画に

おける国際物流特区うるま地区の立地企業目標数と

実績について伺います。これは分譲、買い取り条件

つき貸し付け、賃貸工場、それぞれについても答弁

をしてください。

沖縄21世紀ビジョン○屋宜宣秀企業立地推進課長

計画におけます国際物流特区うるま地区のお話でご

ざいますが、目標は、平成33年度で110社、平成26

年８月末現在で36社が立地しておりまして、目標数

が32.7％という達成率になっております。

分譲、買い取り条件つき貸し付○玉城ノブ子委員

け、それぞれ。

利用状況についてで○屋宜宣秀企業立地推進課長

すが、分譲が2.4ヘクタール、2.7％、買い取り条件

つき貸し付けで5.4ヘクタール、6.0％で、トータル

で7.8ヘクタールになります。

何社かというのを聞いたのです○玉城ノブ子委員

、 。が 36社というのは全体のものを聞いたのですよね

、 、 、それを分譲 買い取り条件つき貸し付け 賃貸工場

それぞれ何社なのかということを聞いたのです。

36社のうち分譲が５○屋宜宣秀企業立地推進課長

社、それから買い取り条件つきの貸し付けが５社に

なります。

先ほど少し答弁していました○玉城ノブ子委員

が、全体面積と販売面積、購入した土地の面積の分

譲率はどうなっていますでしょうか。

分譲が2.4ヘクター○屋宜宣秀企業立地推進課長

ルで2.7％、買い取り条件つきの貸し付けが5.4ヘク

タールで6.0％、民間につきましては、これがトー

タルで7.8ヘクタールで8.7％になります。

国税の優遇措置の適用を受けた○玉城ノブ子委員

企業数は何社でしょうか。

２社になります。○屋宜宣秀企業立地推進課長

国際物流特区うるま地区の立地○玉城ノブ子委員

企業数、雇用者数の実績について伺います。

まず、製造業につき○屋宜宣秀企業立地推進課長

まして申し上げますと36社で、雇用者数が607名、

正規が471名で非正規が136人になります。これは企

業数は８月末現在で、雇用者数につきましては調査

時点がことしの１月１日付になります。一方、同じ

地区内に沖縄ＩＴ津梁パークがございまして、そち

らのほうが20社という形で トータルで1502名 トー、 。

タルになりますと合計56社、雇用者数が2109名にな

ります。

正規率は。○玉城ノブ子委員

トータルで申し上げ○屋宜宣秀企業立地推進課長

ますと、正規が761名、非正規が1348名という形に

なります。

正規率は何％ですか。○玉城ノブ子委員

36.1％です。○屋宜宣秀企業立地推進課長

まず、沖縄ＩＴ津梁○仲栄真均情報産業振興課長
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、 、 、パークは 先ほど20社 1502名と申し上げましたが

そのうち非正規1212名で 正規の割合は290名 19.3、 、

％です。

今、国際物流拠点産業集積地域○玉城ノブ子委員

について答弁をしていただきましたが、この間、こ

の問題についてずっと指摘をしてきているのです

が、この地域は貿易の振興に資するということで優

遇制度を導入して、加工貿易型産業として企業立地

を目指してきているわけです。しかし、現状におい

ては、先ほど答弁をしていただいたのですが、今新

たに沖縄21世紀ビジョンが策定されて、その計画の

中で平成33年度までに110社の立地目標があります

が、今までに分譲が進んでいるのは企業数は５社、

買い取り条件つき７社、貸し付けを含めると10社と

いうことになっているわけです。なかなか土地が売

れないという状況があって、賃貸工場を建てて貸し

付けをしているわけですが、これが26社になってい

る 分譲面積も2.7％ 買い取り条件つきも含めて8.7。 、

％という状況です。沖縄県が企業誘致を進めるため

にいろいろ財政措置をどんどんこの間行ってきてい

るわけです。私たちはずっと指摘をしているのです

が、改めてこの地域に対する総括点検、検討をやる

必要があるのではないですかということをずっと

、 。言ってきているわけですが これはどうでしょうか

ただいまのような指摘も○下地明和商工労働部長

ございますが、今の中城湾港（新港地区）の土地造

成事業の今の特別会計のトータルでの収支というの

は、資産残高を考えますと、まだ69億円の正味資産

の黒字でございます。ですから、今のような指摘が

果たして丸々当てはまるかというと、そこについて

は若干考え方が違うのではないかと思います。

それから、36社立地しまして、実際に旧特別自由

貿易地区から80億円を超す出荷が出ている、80億円

近い出荷が出ている。そして実際に600人以上、し

かも正規率が７割を超すような企業が、製造業とい

うのは非常に足が遅くて、地道にしかできないもの

ですから少し遅いのですが。しかし、みんなが求め

る正社員率も高いような産業が地道に―県内にな

かった、しかも高度な技術を持った企業が立地し始

めているということは、トータルで言うと、私は委

員が指摘されることが全てではないのではないかと

思っております。

これは製造業の分野を本土の大○玉城ノブ子委員

手企業に貸し付けるということで、どんどん金をこ

こにつぎ込んできているわけですが、それと同時に

莫大な財政措置が出ているということと、もう一つ

は、これとはまた関係のない沖縄ＩＴ津梁パーク、

いわゆる情報関連産業、そことはその地域の従来の

目標からいえば全く関係のない情報関連産業をそこ

に集積して進めていかないと、要するにこの土地が

売れないという状況があるわけです。だから本来の

今までの目的とはまた違う方向に今進んできている

わけです。だから、そういうことも含めて全体的に

やはり総括点検が必要ではないですかということを

言っているわけです。

ただいまの質疑の中で埋○下地明和商工労働部長

め立ての目的という点からしますと、今、沖縄ＩＴ

津梁パークを設置しているところは、もともとそう

いう都市機能用地として、埋立申請においても目的

を持って埋め立てたところでございます。そういう

産業が立地するのはもともとの目的に合っていると

いうことからすれば、我々としてはきちんと用途ど

おり埋め立て、目的どおりに使って、ＩＴ産業の振

興を図っていると認識しております。

もう時間がありませんので、こ○玉城ノブ子委員

れについてはもう一度、私はこの国際物流特区のあ

り方について総括点検をぜひやっていただきたいと

いうことで指摘だけしておきたいと思います。

次に、カジノの問題ですが、文化観光スポーツ部

は沖縄県における統合リゾートの検討状況について

報告書を出しておりますが、カジノ導入に伴うデメ

リットについて少し伺います。

カジノ導入に伴○湧川盛順文化観光スポーツ部長

う懸念事項としては、１つ目にギャンブル依存症、

それから青少年への影響、暴力団等組織悪の介入、

地域環境への影響、主にこの４つが挙げられており

ます。

なぜそれを聞いているかという○玉城ノブ子委員

と、このデメリットの中でも大きな問題になってい

るのがギャンブル依存症の問題なのです。日本と沖

縄県内のギャンブル依存症の実態についてお聞きい

たします。

日本ではギャンブル依存に○村山剛観光政策課長

。 、関する統計データが存在しません したがいまして

県内のギャンブル依存症患者数を把握することは困

難であります。しかしながら、類似といいますか、

パチンコ依存問題の電話相談機関というのがありま

して、名前は認定特定非営利活動法人リカバリーサ

ポート・ネットワーク、この機関の報告書によりま

すと、2013年に沖縄県内から87件の相談があったと

のことであります。

今、ＮＰＯ法人でリカバリーサ○玉城ノブ子委員
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ポート・ネットワークが実施しているギャンブル依

存症の電話相談の話が出ておりましたが、2011年か

ら2013年について、その全体の件数と内容について

伺います。

この機関が出した報告書に○村山剛観光政策課長

よりますと、2006年から2013年の相談件数の累計は

550件となっております。相談内容としてはホール

に対する愚痴というのが最も多かったのですが、例

えば自己排除プログラムをつくってほしいとか、あ

るいはやめさせる方法を知りたいとか、このような

相談内容が多いと聞いています。

これを見ると、ギャンブル依存○玉城ノブ子委員

症の電話相談件数について、2011年は1027件、2012

、 。年が2060件 2013年が3364件と激増しているのです

これはギャンブル依存症が増加しているということ

を示していると思うのです。どうですか。

国はこのＩＲ、いわゆる統○村山剛観光政策課長

合リゾートの導入に伴う懸念事項に関しましては、

観光立国実現に向けたアクション・プログラムの中

で、今後、関係省庁において問題を生じさせないた

めの制度上の検討を進めるとしておりまして、ギャ

ンブル依存症についても体系的な対策が講じられる

ものと思っております。

この電話相談件数ですが、皆さ○玉城ノブ子委員

、 、ん さっき内容についても少し触れてはいましたが

このギャンブル依存症の電話相談件数で一番多いの

は何ですかというと、やめる方法を教えてください

ということなのです。それはどういうことを意味し

ているかというと、ギャンブル依存症になってしま

うと、そこから立ち直ることがなかなかできない、

自分ではできない、自己抑制力がなくなっていくと

いうことです。ギャンブル依存症という病気にか

かってしまうと、病気を完治することは難しいとい

うことを専門家の皆さんも指摘しているわけです。

どうですか、そこに対してどういう対策が講じられ

るということですか。

ギャンブル依存○湧川盛順文化観光スポーツ部長

症についてですが、例えばシンガポールにおいては

ギャンブル依存症対策として、電話相談機関の設置

のほか、本人等の申請による入場禁止、それから国

民からの入場料の徴収、そしてあと域内でのＡＴＭ

の設置、そしてあと金銭貸し付けの禁止というさま

ざまな対策を講じております。こうした対策の効果

というのは中長期的に検証する必要があるのです

が、現時点ではＩＲの導入前後でギャンブル依存症

患者の割合は特段はふえていないと聞いておりま

す。ただ、国においてはこのシンガポールの先例も

踏まえながら、国において日本に適応したような

しっかりとした対策が講じられると思っておりま

。 、 、 、す そして 県としては 国が講じる措置に加えて

さらにまた必要な対策を厳格に対応していきたいと

考えております。

パチンコやスロットマシンだけ○玉城ノブ子委員

でも多くの悲劇が今起きているのです。先ほどの

ギャンブル依存症の相談件数が激増しているという

問題、内容的にもギャンブル依存症をやめるために

はどうすればいいのかという深刻な事態になってい

るわけです。これがカジノということになると、こ

れは今の現状の比ではない状況でギャンブル依存症

が生まれてくるということなのです。あの大王製紙

の前会長がカジノに90億円もマカオでつぎ込むとい

う悲劇も起きているわけでしょう。皆さんがモデル

にしているシンガポールの話が出ていましたが、こ

のギャンブル依存症によって自己破産の実態は一体

どうなっていますか。カジノ入場禁止を申し入れた

人は何十万人になっていますか。

例ですが、シンガポールに○村山剛観光政策課長

おきましてカジノへの立入禁止が適用される排除プ

ログラムの適用を受けている人数は、ことしの３月

末現在で20万542人でありますが、そのうち70％の

約14万人が出稼ぎ労働者を含む外国人でありまし

て、地元住民でみずからの排除プログラムの適用を

申し出た者は約６％、人数にして１万3160人と聞い

ております。

皆さんがモデルにしているシン○玉城ノブ子委員

ガポールでもこういう事態があるわけです。韓国の

江原ランドの視察調査団が報告をしているのです

が、向こうの賭博中毒管理センターのセンター長が

どんな徹底的な中毒防止管理システムを備えていた

としても、家族崩壊、自殺、地域共同体の破壊など

を抜本的に防ぐことはできないという報告書を出し

ているのです。これについて、皆さんどう認識され

ますか。それでもギャンブル依存症を防止すること

ができるということですか。

直接的に今の質○湧川盛順文化観光スポーツ部長

疑に答弁するのは難しいと思うのですが、国の法案

というのが今回の臨時国会に上げられて審査されて

おります。その中でも地域経済を活性化させる起爆

剤になるという意見がある一方で、やはりギャンブ

ル依存症などの懸念事項に対する慎重論というのも

ございます。こういうことで、統合リゾートはプラ

スマイナス両面持っておりますので、導入に当たっ
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てはマイナスの影響を最小限に抑えて、そしてプラ

スの効果を最大限に活用できる形で導入できるかど

うかというのが成功の鍵を握っていると思います。

県においても、このマイナスの影響を最小限に抑え

るということとあわせて、沖縄県の観光資源を最大

限に活用して、沖縄県のイメージに合ったような、

沖縄県のブランドを維持向上できるような統合リ

ゾートでなければ、なかなか県民の理解を得ること

は難しいと思っておりますので、こちらとしては、

国でしっかりとした懸念事項に対する対策をとって

いただくものと理解しております。

なぜ私がそういう質疑をしてい○玉城ノブ子委員

るかというと、皆さん方はもう既にカジノＩＲの導

入を前提にした予算をこの間、6000万円余りもずっ

とつぎ込んできているわけですよ。しかも知事はカ

ジノ誘致に手を挙げているわけです。この法律がで

きない前からもう既に進んできているわけです。だ

からそのことを私は問題にしているのです。皆さん

方が進めようというＩＲ施設の収益の８割は賭博、

いわゆるカジノなのです。このカジノが、このＩＲ

施設が人々の暮らしを本当に豊かにすることができ

るのか、本当に新たな付加価値がここから生み出さ

れてくるのかというと、それとは全然違うのではな

いでしょうかということです。他人のお金を巻き上

、 。げて それでここからギャンブル依存症が出てくる

こういう状況の中で、本当にこれが沖縄県の経済振

興の発展を図っていくことができるのかということ

なのです。どうですか皆さん、そのように認識して

いらっしゃるわけですか。

まず今、県が調○湧川盛順文化観光スポーツ部長

査しているのはカジノを含む統合リゾートについて

産業振興の視点からメリットがあるということで、

これまで国、あと他の自治体においても調査研究が

行われてきておりまして、そして現在、また国会で

も今審議が行われている状況です。県としても導入

の可能性について調査研究を行っているわけであっ

て、導入するときには県民のコンセンサスを前提に

という中でやっておりますので、法に抵触するよう

なものではないと考えております。

今の答弁も私は納得いきません○玉城ノブ子委員

が、韓国では依存症対策に７兆円以上もかかってい

るのです つぎ込んできているのです それでもギャ。 。

ンブル依存症の抜本的な解決策はないという状況な

のです。そのカジノはこのギャンブル依存症を増加

させて、自殺や地域共同体の破壊や家族崩壊をつく

り出していくものなのです。これが経済政策に値す

るようなものではないということは明らかではない

ですか。そういうもので経済対策はできないでしょ

うということです。

先ほど答弁した○湧川盛順文化観光スポーツ部長

、 、ことではありますが やはりＩＲを導入する際には

今言う懸念事項というのが出てきます。それで、こ

のマイナスの影響を最小限に抑えると。そして同時

に経済的な効果を最大限引き出すということを行い

ながら、やはり県民に判断を仰ぐ必要があると思い

ます。

私は、このカジノの問題につい○玉城ノブ子委員

ては、公約の問題からいっても県民合意が前提だと

いうことを言いながら、ところが県民合意も得ない

まま、今、県のお金を6000万円余りもずっとつぎ込

み、そして仲井眞知事は積極的にカジノを推進する

ということで手を挙げているわけです。ですから、

これについて私は到底納得がいかないと思っていま

す。これについてはやはり知事に総括質疑をしたい

、 。と思いますので そのように取り計らってください

ただいまの質疑につきましては要○上原章委員長

調査事項として取り扱ってほしいということですの

で、本日の調査終了後にその取り扱いについて確認

いたします。

儀間光秀委員。

主要施策の成果に関する報告書の○儀間光秀委員

169ページ、臨空・臨港型産業集積支援事業、午前

中も質疑があったのですが、平成25年度が１社、ヤ

マト運輸という答弁だったのですが、平成24年度は

何社あったのか。

この事業は複数年○慶田喜美男国際物流推進課長

度にまたがって補助することができる事業になって

おりまして、平成24年度の事業につきましても、ヤ

マト運輸に引き続き平成24年度、平成25年度と２年

間助成しているということでございます。

ということは、１社という認識で○儀間光秀委員

よろしいのですね。

そうでございま○慶田喜美男国際物流推進課長

す。

では、この合計で92名の雇用が生○儀間光秀委員

まれたという認識でよろしいのですか。

平成24年度に51○慶田喜美男国際物流推進課長

名、平成25年度に41名、合計92名ということになっ

ています。

これは平成24年度スタートの事業○儀間光秀委員

ですが、平成24年度の当初予算額が２億円、平成25

年度が１億円。この要綱を見ますと、補助上限額が
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１社に対して１億円とあるのですが、今年度の当初

予算額では8000万円の計上ですが、その辺の説明を

お願いします。

先ほど申し上げま○慶田喜美男国際物流推進課長

したとおり、複数年度にまたがって補助をいたしま

すので、その誘致を予定している企業に沖縄県への

進出計画をヒアリングいたしまして、まず初年度に

幾ら必要かというところを聞き取りをして、見込み

の額を予算計上しているということでございます。

この見込みの業者、今年度は複数○儀間光秀委員

社あるのか、例えば１社なのか、その辺を少しお示

しください。

平成26年度につき○慶田喜美男国際物流推進課長

ましては、今見込みで２社予定をしておりまして、

まだ社名とかは申し上げられないのですが、その初

年度分ということで8000万円計上してございます。

今、全日空が参入して、臨空のほ○儀間光秀委員

うは東南アジアを含めて軌道に乗っているかと思う

のですが、この事業名にもあるように臨港のほうが

どうなっているか。

港のほうにつきま○慶田喜美男国際物流推進課長

しては、基本的に土木建築部がハードの整備あるい

はポートセールス等々を担っている形になります。

商工労働部といたしましては、基本的に昨年度から

周辺の、具体的には台湾とか、あるいは香港であり

ますとか上海でありますとか、現在でもハブポート

になっている港との連携でいろいろな貨物を沖縄県

に寄せられないかとか、そういう形での調査を今実

施しているところでございます。

実際に今現在、東南アジアを含め○儀間光秀委員

た海上輸送での取り扱い、その辺の規模というので

すか、海上輸送のほうでございますか。

データとしては、港湾あ○下地明和商工労働部長

るいは那覇港管理組合からデータを得ておりません

が、現在は海外船社あるいは国内船社、それに県内

の琉球海運あるいは南西海運等が、台湾高雄等々が

ハブ港となっておりますので、そこをきちんと結ぶ

ことによって、そこから新たな東南アジアとかそう

いうところにしっかりつないでいくということで

す。一挙にハブ港というわけにはいきませんので、

我々商工労働部としてはそこを強化することによっ

てアジアへの出口を探っていくという形で、県内の

船社も含めて取り組んでいるところでございます。

この事業、今年度で終わるのです○儀間光秀委員

が、平成27年度以降も予算要求とかして、計画があ

れば。

予算の仕組み上、大体３○下地明和商工労働部長

年から５年ということです。成果を見ながらという

ことが県の予算の仕組みになっておりまして、今回

一応期限ということにはなっております。今後とも

これを振興発展のもととして、沖縄県の経済発展を

図っていこうというわけですから、当然、次の事業

として仕組んでいくという考えでおります。

この条件の中にも、10名以上の新○儀間光秀委員

規雇用もしなさいとか、あるいは取り扱い貨物の10

分の５、半分以上が県外への輸出にという条件が

あって、やはり雇用もしっかり年度年度で創出して

いるというのが数字であらわれていますので、次年

度以降もしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。

先ほども決意を言いまし○下地明和商工労働部長

たが、今、こういう海外の貨物を取り扱うフォワー

ダーがヤマト運輸１社ということもありますので、

できれば複数社出てきて、力強く海外へ展開してほ

しいと思っております。この事業については、今後

とも継続して取り組みながら、新たなフォワーダー

を参入させていきたいと考えています。

力強い決意、本当にしっかりと取○儀間光秀委員

り組んでいただきたいと思います。

続いて 主要施策の成果に関する報告書の170ペー、

ジ、沖縄国際航空物流ハブ活用推進事業について概

要説明をお願いします。

沖縄国際航空物流○慶田喜美男国際物流推進課長

ハブ活用推進事業につきましては、基本的に大きく

。 、２つの事業がございます 先ほど申し上げましたが

県産品の海外への販路拡大を図る事業が１つ、それ

から臨空・臨港型産業の企業誘致を行うための活動

費用ということになっております。基本的には県産

品の販路拡大といたしましては、航空貨物ハブのコ

ンテナスペースの借り上げ事業でありますとか、あ

るいは生産者等を海外へ派遣する、あるいは海外か

らバイヤーを招聘するといった事業に対しまして、

県内事業者に対して補助を行っている事業等々がご

ざいます。また、企業誘致の面に関しましては、国

内の主要都市での企業誘致セミナーの開催でありま

すとか、既に進出しております臨空型産業企業とも

タイアップして、県外、海外でタイアップのＰＲを

展開しているところでございます。

今、主に３つあるコンテナの賃貸○儀間光秀委員

ですか、確保事業とバイヤーの招聘、あるいは県内

渡航 その辺の実績 平成22年以降の実績はどうなっ、 、

ていますか。
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まず、コンテナの○慶田喜美男国際物流推進課長

借り上げ事業につきましては、平成24年度にコンテ

ナ事業を利用して県外に出荷した企業の数ですが、

平成24年度が27社、平成25年度が34社、平成26年度

が28社という実績になっております。コンテナを活

用して海外へ出荷した県産品の量でございますが、

基本的には平成22年度、初年度になりますが、これ

が112トンからスタートいたしまして、平成25年度

には269トンまで出荷量が伸びております。それか

ら、その出荷による出荷額でございますが、これは

平成25年度の実績で３億7400万円でございます。

海外渡航とバイヤーを招聘した県○儀間光秀委員

内企業数とバイヤーの実績推移。

平成25年度の実績○慶田喜美男国際物流推進課長

でございますが、海外渡航あるいは海外のバイヤー

招聘事業を利用した県内企業数は約236社というこ

とになっております。これまでに招聘あるいは海外

渡航を活用した企業数の累計でございます。

バイヤーの招聘の実績推移、何名○儀間光秀委員

渡航して、何名招聘したか。

これもこれまでの○慶田喜美男国際物流推進課長

延べ人数でございますが、招聘したバイヤーの人数

は172名ということになっております。

では、県内から渡航した人数。○儀間光秀委員

これも累積で延べ○慶田喜美男国際物流推進課長

207名という実績でございます。

ずっと年度を重ねることによっ○儀間光秀委員

て、やはり渡航人数あるいは渡航する企業数も、あ

るいはバイヤー等県内から海外に渡航する、あるい

は逆も、国外から来るバイヤーの助成というのです

か、県が渡航する人に助成を出していますよね。そ

れはお幾らか。こっちから出る、あっちから来る、

両方。

申しわけありませ○慶田喜美男国際物流推進課長

ん。今、助成額の合計の資料は手持ちがございませ

んが、基本的には助成に係る渡航の旅費であります

とか、そういうものの２分の１を今補助していると

ころでございます。

これは海外から招聘する方も２分○儀間光秀委員

の１という認識でいいですか。

バイヤーの渡航費○慶田喜美男国際物流推進課長

用につきましては全額補助しているところでござい

ます。

やはりこのバイヤー招聘の推移も○儀間光秀委員

右肩上がりで伸びていて、東南アジアを含めた海外

からも県産品に大分注目されているのが数字にあら

われていると思うのです。そのバイヤーからの課題

とか、あるいは評価等を受けているのがありました

ら。

県産品の海外への販路○玉城恒美産業振興統括監

の拡大は年々伸びております。午前中、部長が答弁

したように、当初からすると56倍に伸びてきており

ます。海外のバイヤーが沖縄県産品を評価する最大

の一番大きなポイントは安心安全ということです。

それから新鮮であるということが、特に香港を中心

としたアジアのバイヤーから評価を受けているとこ

ろでございます。課題は、やはりたくさん欲しいと

いうときにどっと出せないとか、それから年間を通

して出すことができないというのでございます。た

だ、それはまたある面、この旬の時期にしか出せな

いということで、廉価で出さなくてもいい、その旬

のときしか出さないのでそれなりの値段で買ってく

ださいということで、県内の生産者側には料金を下

げないで済むというまた逆のメリットもありますの

で、それは裏表の関係かと思っています。

ただ、言われるのは、加工品の場合については、

海外の消費者の方にわかりやすいメッセージとか

パッケージの仕方をもう少し工夫したほうがいいと

か、新しい商品を出すときには、その食べ方である

とかそういう表示ですね、栄養の表示をきちんとし

てくれということは言われます。

しっかり沖縄県を売り込むという○儀間光秀委員

意味でまた、毎年沖縄大交易会、ことしも11月に行

、 、われるということですが そこにもたくさんの企業

たくさんのバイヤーがお見えになると思いますの

で、しっかり県産品をアピールしていってほしいと

思います。

次に、文化観光スポーツ部はよろしいですか。空

手道会館、当初から今年度までの進捗推移をお願い

いたします。

空手道会館は、今月、10○大城直人文化振興課長

月上旬には用地取得のめどが立ちました。文化財調

査を経て年内には、11月ごろを目指して造成工事に

。 、 、着手する予定でございます その後 順次展示工事

本体工事、外構工事を進めることとしております。

供用開始は平成28年４月から７月○儀間光秀委員

とあるのですが、予定どおり、計画どおりに供用開

始まで進むという認識でよろしいですか。

それを目指して鋭意頑○大城直人文化振興課長

張っております。

空手は沖縄県が発祥の地と言われ○儀間光秀委員

ていますので、ぜひ立派なものを仕上げて、供用開
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始に向けて頑張ってほしいと思います。

次に、主要施策の成果に関する報告書の208ペー

、 。ジ 芝人養成事業について説明をお願いいたします

芝人養成事業です○渡久地一浩スポーツ振興課長

、 、が 実はサッカーキャンプの誘致に当たりましては

この芝生の状態というのが非常に重要な要因となっ

ております。過去、県内におきまして、芝生環境が

悪いということを理由にキャンプを取りやめたとい

う事例がございました。

そこで、委員おっしゃったように「シバンチュ」

、 、と読みますが 芝人養成事業というのを始めまして

サッカーのキャンプ誘致に向けまして芝生環境の整

備を図るということで、芝生管理の専門知識と技術

を兼ね備えた人材を養成していくことにしておりま

す。

平成24年度、平成25年度で１期生○儀間光秀委員

５名、また、前年度、今年度で２期生で５名程度養

成していくとなっているのですが、今後もその専門

知識を持った芝人というのはニーズが出てくると思

。 、うのです 取り急ぎ10名で養成してスタートさせて

今後の計画等もあれば。

委員おっしゃった○渡久地一浩スポーツ振興課長

とおり、この芝人養成事業を始めまして、平成25年

度のサッカーキャンプの誘致状況が過去最高を記録

したこともありまして、かなり効果を出していると

認識しております。それでこういった事業を継続し

ていきたいと思っておりますが、ただ、当面芝人の

養成は平成24年度に始めます前に10名程度が妥当で

はないかということを、これは市町村の意向調査と

かを踏まえまして想定したところでございます。た

だ、そうはいいながら、そういった事業を何とか続

けていけないかということで、芝人の養成というこ

とではないのですが、今後はなるべくサッカーの

キャンプを実際に受け入れる市町村とか、あるいは

市町村が指定管理を行っている業者などに対しまし

て研修を行うという形で、市町村のニーズに応じた

形で研修を行っていくことで、より多面的な形で芝

生の環境の成育を図りたいと考えているところでご

ざいます。

サッカーのキャンプ誘致も確かに○儀間光秀委員

右肩上がりで、また、今年度以降も県を挙げて誘致

活動に取り組んでいただきたいのですが、経済効果

もやはりそれなりに、これでいくと前年度で8800万

円ぐらいですか、経済効果も大分、平成24年度と比

較しても倍以上になっているという数字が出ていま

すので、しっかりと今後も取り組んでいただきたい

のですが、課題の中で、研修生が確実に県内で研修

成果を発揮する場を与えてもらえるどうかにかかっ

ていると。また、２期生も含めて研修生の再雇用が

課題と言える、雇用に関する働きかけなど、自治体

及び施設管理事業者との意見交換を実施し、雇用に

向けた周知活動を継続して行うとあるのです。この

課題解決、この研修データ、このノウハウを発揮す

る場を与えてもらえるかどうかというのもこの資料

に課題として出ているのですが、その辺に対する課

題解決に向けての取り組み状況。

まさにおっしゃっ○渡久地一浩スポーツ振興課長

たとおりでございまして、この芝人養成事業を通じ

て、結局は県内の企業あるいは自治体とかにいかに

雇用していただいて、県内でその技術を培ったノウ

ハウを広めていただけるかというのが課題になって

おります。それで実は１期生はもう既に卒業してお

りまして、５名おりましたが、そのうち５名とも本

人の希望と、あるいは市町村にも足を運びましてそ

、 、のマッチング等も図りまして ２人が自治体の関係

お２人が芝生関係の業者、それからお１人が芝生関

係の機械のメンテナンス会社を立ち上げたというこ

とです。この５名の方々、地元の企業あるいは御自

分でやられていますが、そういった形で雇用につな

げていけたと考えております。

県での採用はなかったのですか。○儀間光秀委員

それはございませ○渡久地一浩スポーツ振興課長

んでした。

県が管理する総合運動公園を含め○儀間光秀委員

て、競技場とか運動場によらず、公園等もございま

、 。すので その辺も検討していただければと思います

とにかく立派な陸上競技場あるいは公園、日本の

トップレベルのサッカー選手が安心してキャンプ、

あるいは今後はＪリーグあたりの試合等もまた誘致

していただいて、グラウンドを見れば一目瞭然でわ

かるような立派な研修成果が出ていますので、今後

ともしっかり取り組んでいただきたいと思います。

最後ですが、210ページの沖縄スポーツアイラン

ド拠点会館を建設する意義と建設した後の効果はど

のような効果が予測されるのか伺いたい。

仮称でございます○渡久地一浩スポーツ振興課長

が、沖縄スポーツアイランド拠点会館を整備する経

緯というのは、沖縄県が目指しますスポーツアイラ

ンド沖縄というのがございますが、この形成を推進

するために、スポーツキャンプですとか、あるいは

スポーツツーリズムなどのスポーツコンベンション

を支援する組織をまずは１つ強化しなければいけな
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いということと、あわせまして各競技団体の集積で

すとか情報の共有と活用、そういったものを含めて

県民のスポーツ振興を総合的に行う拠点施設を整備

しないといけないということで、公益財団法人沖縄

県体育協会に県が補助して建物を整備するという事

業になってございます。

２点目の効果ということでございますが、実はこ

れは沖縄県体育協会の改築になるわけですが、体育

協会がこれまで担ってこられました生涯スポーツで

すとか競技スポーツがございますが、新たにそれに

スポーツコンベンション機能を加えるということ

で、生涯スポーツの推進ということで県民の健康づ

くりへの寄与というものもあります。それから、ス

ポーツ実践研修棟というのができますので、それで

研修機能等が充実することもございますし、先ほど

の繰り返しにもなりますが、プロとかアマの各種大

会やイベント、合宿などの受け入れ体制の強化が格

段に図られると考えておりまして、そういった意味

でスポーツコンベンションの推進を総合的に図って

いけるのではないかと考えているところでございま

す。

その会館建設の取り組みというの○儀間光秀委員

ですか、進捗というのですか、計画を教えていただ

きたいと思います。

実は前年度で基本○渡久地一浩スポーツ振興課長

設計、実施設計を終えたところでございまして、今

年度から実際に建物の建築に着手をしてございま

す。今年度内に完成をするということで、次年度以

降、次年度からの供用開始を目指しております。

以上です。ありがとうございまし○儀間光秀委員

た。

座喜味一幸委員。○上原章委員長

少し質疑させてください。○座喜味一幸委員

まず初歩的な話で申しわけありませんが、予算の

執行で繰り越しはわかるとしても、不用額ですね。

それぞれ文化観光スポーツ部も商工労働部も不用額

を出しておられるのですが、これは予算種目として

は沖縄振興一括交付金ですか、それともその他の事

、 、業ですか なぜ不用額扱いをしないといけないのか

その辺を少し教えてください。文化観光スポーツ部

が６億円ぐらい出ていますね。商工労働部はトータ

ルで８億円。それぞれ教えてください。

どうしても事業○湧川盛順文化観光スポーツ部長

の性質上、年度末に不用額が出るということは避け

られないところがあるのですが、私どもも去年の不

用を踏まえて、今年度はいろいろと事業の見直し等

々を行いまして、前年度より５億2000万円の不用額

の減を図ったところでございます。ただ、不用額が

出ているのは、沖縄観光国際化ビッグバン事業で１

億4000万円出ています。これは国際チャーター便の

支援事業ですが、その利用がなかなか見通しづらく

て、利用実績が減少になったと。その事業も年度末

近くまで利用していただくもので、なかなか補正減

等もできない状況にございました。同じように国内

需要安定化事業というのがあります。これで5410万

円の不用額が出ていますが、これも航空会社、旅行

会社からの申請額が予算枠に満たなかったというこ

とで、確定額が当初申請を下回ったところでござい

ます。

対策としては、できるだけ今の不用が出た事由、

そのあたりを検証しながら、それをしっかり事業計

画にも反映させて、早期執行に努めていきたいと考

えております。

それで、せっかくの沖縄観光国○座喜味一幸委員

際化ビッグバン事業というのは、またそれぞれの重

要な増減はあったにしても、これは沖縄振興一括交

付金ですよね。沖縄振興一括交付金であれば、その

辺を予測して、何らかの形で内閣府との基金の取り

扱いだとか、全くの不用額でもすぽんと落ちてしま

うのです。不用になってしまうわけです。その辺の

事務的な詰め込みというのは、今後、３年目だから

もうベテランになっているのだけれども、５億3000

万円あたりの不用額を出すというのは、これは相当

もったいない事業だというイメージなのです。だか

ら、もう少し詰め込む時間と余裕、それから企画の

時間との詰め込みがなかったというけれども、これ

は今後もこの調子でいくと、少しこういう不用額扱

いというのは出てくるので、これを何らかの形で款

と款の入れかえだとか、項との入れかえだとか、そ

ういう面での弾力的な予算をやっていかないともっ

たいないのではありませんか、どうですか。

まず仕組みとし○湧川盛順文化観光スポーツ部長

て、この不用額になるものを基金につくっていく、

もしくはその事業を当初から基金にしていくという

のは、なかなか今の沖縄振興一括交付金の制度上難

しいものがございます。例えば今年度もできるだけ

不用が出ないようにということで、執行の見込みは

今厳格にやっておりまして、今年度は逆にもう足り

ないような状況のところは、見込みを今徹底して

やっているところでございます。

沖縄県は、国家戦略の中で観光○座喜味一幸委員

特区としていろいろな制度上でこれからいくわけな
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ので、その辺は少し、せっかくの予算をもっと活用

して、弾力的にやっていくという知恵は働かせても

いいのではないのかと思います。商工労働部も12億

円だとか大きいもの、６億円もありますね。これは

土地の売買が完了しなかったから不用ということ

で、なぜ繰り越しができないのですか。

実はこの事業、その前か○下地明和商工労働部長

ら繰り越しして何とか購入しようということで、ぎ

りぎりまで繰り越して頑張った。けれども、最後の

最後で譲渡してもらえなかったと。今の那覇地区の

第４号棟地区のところでございますが、どうしても

相続者が多いということもあって、なかなかお互い

の合意が得られなかったと。繰り越しして、なおぎ

りぎりまで頑張った結果、できなかったというのが

現状でございます。

理由はわかるのですが、私は予○座喜味一幸委員

算執行計画の中では、ある意味では主としたＡ案と

その予備案というのか、気象条件によるもの、地主

個人との交渉により難航する事業というのはあらか

じめわかっているので、その辺は先を読んで計画を

立てておく。そして用地交渉難航という見込みをあ

る一定の時期でやったらば、その予算を振りかえて

どう効果的に使うかというところまでできれば…

…。せっかく一生懸命取った８億円、12億円の不用

額が出るというのはもったいないのです。その辺を

改善し、用地交渉なんかも早目早目に段取りをとっ

ていくという工夫等をしていかないと余りにももっ

たいない。一生懸命みんなで難儀して取った沖縄振

興一括交付金でありますから、改善の努力をお願い

します。

仰せのとおりだと思いま○下地明和商工労働部長

す。これも委員おっしゃるとおり、そういうことが

できる予算であればよかったのですが、繰り越しを

してしまったと。

これは３年目になるわけです○座喜味一幸委員

ね。

そうです。もう身動きが○下地明和商工労働部長

とれなかったというのが現状でございまして、大変

申しわけありません。

それでは、先ほども出ていまし○座喜味一幸委員

たが、この国際ロジスティクスセンター、今整備に

、 、入っていると思うのですが この全体の概要と今後

この国際ロジスティクスセンターはどういう機能を

持って、今後どのような物流というものを図ろうと

しているか。当面の課題、国際ロジスティクスセン

ターを中心とした物の流れ、管理運営はどうなるの

か、物流はどうなるのかという概要を教えてもらい

たいです。

事業の目的は、臨空○屋宜宣秀企業立地推進課長

・臨港型産業を集積させるための国際ロジスティク

スセンターを整備するということでございます。そ

れによりまして国際物流拠点の形成を図ります。事

業の概要としましては、敷地面積は約1.4ヘクター

、 。ル これは全体の駐車場等も含む面積でございます

、 。延べ床面積で約２万6500平米 約8000坪になります

構造は鉄筋コンクリートの地上５階建てになりま

す。この建物は今現在建設中でございますが、来年

２月ごろの完成を予定しております。その完成の前

後に入居企業の公募を行いまして、そちらにつきま

しては臨空・臨港型ということで先ほどからお話が

出ておりますが、那覇空港の貨物ハブ、それから那

、 、 、覇港 そういうところを使う企業 物流関係のもの

それからリペアセンターという形でいろいろなとこ

、 、ろからコンピューターですとか 携帯電話ですとか

そういうものを持ってきて、そちらで修理するセン

ター、それから高度高額な商品のパーツセンターで

すとか、そういうものの入居を目指していきたいと

考えております。

この施設の管理運営の方法だと○座喜味一幸委員

か、この拠点、国際ロジスティクスセンターを通し

てどういう物流というか、どういう経済の動きにな

るのですか。少し教えてください。

まず、先ほど課長が説明○下地明和商工労働部長

しましたように、これから企業募集という手続に入

るわけですが、まず、今考えているスケジュールを

申し上げますと、12月議会あたりに設置管理条例の

改正を皆さんに御審査していただき、使用料等を定

めて、それから募集という作業に入り、そこに入っ

た企業が県内におけるといいますか、海外から、あ

るいは国内からそういうパーツでありますとか、場

合によってはｅコマースの製品でありますとか、そ

ういった企業を入れまして、それがオーダーによっ

て即那覇空港の貨物ハブに乗せて海外あるいは国内

へと配送される、その集積拠点としての役割を果た

していくということでございます。

これはある意味で海と空のフロ○座喜味一幸委員

ントにもなり得ると思うのだけれども、これはどう

いう企業が入ってという公募の見通しとかはもう大

体立っているのですか。

既にフォワーダーであり○下地明和商工労働部長

ますとか、メーカーでありますとか、そういったの

が完成した暁には応募したい、料金設定がどのよう
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になるのか関心を持って情報収集に来ている企業が

あります。

これは県内の物流も基本的にこ○座喜味一幸委員

の国際ロジスティクスセンターに全部集約されると

いうイメージでいいのですか。離島を含めてどうな

りますか。

これは地域そのものが国○下地明和商工労働部長

際物流という地域でございますので、そういったも

のを集約して、特に今の流れは国際航空貨物ハブを

活用する企業を中心に入れていくということを考え

ております。

那覇空港貨物ハブの中で、国際○座喜味一幸委員

間小口輸送サービスが本格的に動き出すと思ってい

るのですが、これはヤマト運輸になりますよね。そ

こがこの那覇空港貨物ハブ施設を生かした事業展開

の見通しとメリット、今後なぜ那覇空港貨物ハブか

らなのか、今後アジアに向けてどういう戦略を立て

ているかというのをわかりやすく教えてください。

ヤマト運輸は今、アジア○下地明和商工労働部長

への貨物の配送システムを構築して、アジアでの展

開ということに動き出しております。特に香港、こ

れからシンガポールも始まるのですが、そこへの冷

凍といいますか、クール配達、そういったものに力

を入れていこうということと、もう一つは、それだ

けではなくてＢｔｏＢ―メーカーのパーツだとか、

あるいはリペアセンターを受託して、それを貨物と

して運ぶという、いわゆるサードパーティーあるい

はスリーパーティーとか言われているのですが、そ

ういう分野まで広げていこうということです。実は

３号棟に東芝のパーツセンターがございますが、実

際にこれを運用しているのもヤマト運輸という中

で、貨物の輸送形態が単なるフォワーダーにとどま

らず、いろいろなところを取り込んだ貨物の流通を

ふやすという形で事業展開をしていこうとしている

ところです。

細かいことのイメージしかでき○座喜味一幸委員

なくて申しわけないのですが、ヤマト運輸がシンガ

ポール、香港、上海等々とそういう流通ネットワー

クができる。そういう中で、沖縄県内におけるある

意味でのパーツの組み立て等々、大きな事業がある

けれども、その沖縄県内の農水産加工品等々の可能

性も結構出てくるのではないか。これから大口でま

とめて卸売市場とか大手バイヤーにという時代か

ら、小口でも生産者から海外の消費者にという可能

性がもう既に内在しているのではないか。その戦略

を早目に沖縄県が生かさない手はないのではない

か。ヤフーや楽天あたりが内地のいろいろな地域特

産品を集め始めましたよね。我々の沖縄県の取り組

みはいかがでしょう。

まさに県としましても、○下地明和商工労働部長

県産品の販路拡大については単にあちらのスー

パー、あるいはそういうストアに出していくだけで

はなくて、ＢｔｏＣあるいはＣｔｏＣの可能性も含

めて追求しているわけで、その流れといいますか、

輸送を担うのがＡＮＡの貨物ハブであり、ヤマト運

輸であると。ですから今、楽天も含めて、ここにそ

ういうストックヤードを設置して、いつでも深夜で

も電話さえあれば一晩でアジアに物が届くという仕

組みをつくろうとしているところでございます。で

すから、県内の農産物についても当然動きが出てき

ますし、今、農林水産部も香港にもうストックヤー

ドを持ったりして、また冷蔵、冷凍も一緒に取り組

んでおりますので、そういった動きは今後加速され

るのではないかと考えております。

、 、○座喜味一幸委員 今の話で せっかく出したので

これは少し取り組まなければいけない課題があっ

て、例えば農林水産部で今度、生鮮野菜等の品質の

高い保冷庫ができます。中央市場で事業化します。

今度は農林水産部で肉の冷凍保冷庫が香港でできま

す。こういう品物を送ろうとしているときに、新鮮

、 。 、で出します 新鮮で出して香港に行きました では

肉は送り先に行ったらあるけれども、生鮮青果物等

に関して鮮度を維持するための保冷庫はどうするの

か。それとも、それは送ったと同時にもう家庭まで

配送するのかという戦略性というものは、前も指摘

したけれども、商工労働部と農林水産部の横断化を

図らないともったいないという時期が来ていると思

うのですが、商工労働部長、やりましょうよ。

先ほど文化観光スポーツ○下地明和商工労働部長

部長からもありましたように、横断的な戦略会議を

つくって、その物流ルートあるいはコールドチェー

ンを保ったような運び方も含めて、物流に関しては

港湾も含めていろいろ改善しなければいけないとい

うことで横串を刺して取り組み始めておりますの

で、その中で農水産物の流通についても一緒になっ

て考えていきたいと思っております。

もう一点は初歩的な話で、航空○座喜味一幸委員

機の整備事業が始まっていますね。その予定と今後

事業をどういう形でやるのか。それと航空機の整備

、 。需要に対して １社だけの閉鎖的な管理になるのか

その辺も含めてどうしようとしているのか教えてく

ださい。
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今、那覇空港にお○慶田喜美男国際物流推進課長

いて整備を進めております航空機整備基地でござい

ますが、現状のスケジュールでは平成28年度末まで

に供用開始をしていきたいと、設計施工の計画を組

んでいる最中でございます。基本的には、一番最初

の施設にはＡＮＡホールディングスが入居して航空

機整備事業を展開していく形になりますが、県とし

ましては、それを切り口としまして、今後はエンジ

ンの整備事業者でありますとか、あるいは航空機の

パーツセンター等々の関連産業を誘致してまいりた

いと考えております。

離島観光活性化促進事業の件○座喜味一幸委員

で、結構この事業というのは韓国からゴルファーが

来たり、いろいろな取り組みがあったと思っていま

して、離島に対して、これはいよいよ県も本気だな

と思いました。この実績がどうも表に見えない。今

後、この事業はどうしようとしているのか。文化観

光スポーツ部長、少し教えてくれませんか。

離島観光につい○湧川盛順文化観光スポーツ部長

て、離島航空路のチャーター便支援である、もしく

は離島観光のプロモーション委託、あと情報発信も

しくは離島旅行商品の造成等々いろいろやっている

ところでございます。その中で、離島航路開設の

チャーター便を静岡のＦＤＡという航空会社が久米

島、そして宮古をチャーター便で就航させるという

ことを今実現しているところですので、そこの搭乗

率を高めて安定化し、そして今後、直行便につなげ

ていくような取り組みを地域とも一緒に取り組んで

いきたいと思っております。

文化観光スポーツ部の目線から○座喜味一幸委員

離島の交通コストは下がったと見ているのか、それ

とも観光客にとってメリットはあると見ているの

か、その辺は検討したことはありますか。

航空運賃が下○湧川盛順文化観光スポーツ部長

がったかと言われても難しいところでありますが、

少なくとも宮古と八重山地域については就航する航

空会社が複数出たことから、競争によって以前より

は航空運賃が下がってきていると思っております。

ただ、久米島はまだ１社就航ですので競争がない状

況です。宮古、八重山と比べると若干高目になって

いる感じを持っております。ただ、観光客から見る

と、航空運賃もございますが、離島には離島の魅力

と申しますか、やはり本島と違うような自然環境を

持っておりますので、離島の観光ニーズは、掘り起

こし方もしくはプロモーションの仕方によっては、

今後非常に可能性は高いものと思っております。

それと、これから沖縄県に1000○座喜味一幸委員

、 、万人の観光客が入るであろう 私もそう思いますが

そのときに、沖縄本島のみならず、離島とあるいは

中北部等々とのローテーションとでもいうのか、そ

ういうすみ分けをきれいにしていかないと少しまず

。 、いと思っているのです この離島への直行便の誘客

いろいろと要望はあるけれども、それをどう働きか

けていいのかわからない、そういう要望が多い。そ

ういう離島への本土からの直行便等々について、沖

縄県はどう考えるのか少し教えてくれませんか。

今後、沖縄県の○湧川盛順文化観光スポーツ部長

観光の広がりを持たせるという意味でも、やはり那

覇空港だけではキャパシティーも厳しくなってくる

と思います。ですから、やはり離島の空港をいかに

有効にどう使っていくのか、そして観光の経済的な

メリットをどう広げていくかというのは非常に大き

なテーマだと思っております。

そういう意味で、離島の空港への直行便、私たち

もいろいろと働きかけたりしておりますが、先ほど

話したＦＤＡがせんだってチャーターとして実現し

たところでございますが、やはり必要なことは、直

行便を飛ばせるぐらい魅力のある旅行商品をいかに

つくっていくか。それとセットにして航空会社、あ

と旅行会社にプロモーションをかけていくことが大

事だと思っております。今、県としても地域の市町

村、もしくは観光協会についてもずっと広域的なと

ころも含めて支援を少し拡大していこうということ

で、今検討を進めているところです。そういう中で

チャーター便、そういったものから始めて、直行便

の実現まで取り組みを強化していきたいと思ってお

ります。

全く同感ですね。ハワイあたり○座喜味一幸委員

は航空会社に言って旅客数をふやす。向こうのコン

ベンション的な組織が大分あって、我々も一応観光

を振興していく上で、どのようにしてパイをふやし

ていくかということがまず課題だと思うのです。だ

から、そういう意味で観光客1000万人を確保するた

めに、我々の地域の中でどう受け皿をつくって、ど

ういう魅力をつくって、どう航空会社に売り込んで

いくかというのは、先ほど部長もおっしゃったとお

りでありますから、離島等も含めてのマネジメント

が必要かと思っております。

観光客の入客数が実績として平成25年で641万人

ぐらいふえていますが、それで観光収入が4300億円

ぐらい上がっているのですが、私は平成20年代から

大きく伸びてきたなと思っています。あと１人当た
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りの消費量をふやしていくのは当然ではあります

が、トータルとしての観光振興という意味での波及

効果においては、まずはパイを広げることだと思っ

ているのです。その面はどうですか。

おっしゃるとお○湧川盛順文化観光スポーツ部長

り、今の観光政策の中で大事なことは、まずは当面

取り組むべきことは、今、沖縄の認知度が高まって

きておりますので、やはり客数をふやしていくこと

だと思っています。その中で、消費単価の高い外国

人観光客についてもその割合を高めていく取り組み

とあわせながら、やはり課題となっている１人当た

りの消費単価をどのように上げていくか、同時並行

の形でこれを進めていくことが重要だと思っており

ます。

それで、観光客１人当たりの消○座喜味一幸委員

費額は多分６万7600円ぐらいの報告になっていると

思うのですが、この中で、沖縄地域の中で還元され

る消費額というのは何なのか。航空運賃があるで

しょう、交通費があるでしょう、宿泊費、飲食費、

お土産代等があるのだけれども、この消費額と県が

言っている消費額は、沖縄県域で消費されるものな

のか。それともトータルでの航空運賃と交通費を含

めたものなのか。その事業等の分析はされたことが

ありますか。

ここで挙げてい○湧川盛順文化観光スポーツ部長

る１人当たり消費額は、宿泊費、交通費、土産代、

買い物代、飲食費、娯楽費、その他になっておりま

す。その中の交通費については、本土からこちらに

来るものは除いてあります。県内での移動は交通費

として、例えば那覇から宮古に飛行機で行く、もし

くはタクシー等々、そういったものはここの中で含

まれるようになっております。

では、離島の航空運賃は入って○座喜味一幸委員

いるね。それからバス賃、タクシー代、レンタカー

代だとかが使われている。では、これは沖縄県内で

実質消費される額と見ていいのですね。

それともう一点、これは今後の課題として、やは

り観光業に携わる実質的な雇用、賃金等も含めて、

質を充実しなければならないという指摘は当然あり

ますが、このホテルの宿泊費等を見るとどんどん

減っている。これは競争が激しくなっているのか。

その他を見ても少し落ちてきている。これは競争が

激化しているのか。今後１人当たりの消費額をふや

、 、すというけれども どこにどう行政の指導というか

手を入れれば消費額がふやせるのか。この辺は今後

の大事な分析 課題だと思うのですが いかがでしょ、 、

うか。

１人当たり消費○湧川盛順文化観光スポーツ部長

額をどのように上げていくかということで、ポイン

トとして考えていることは、まず滞在日数をどう延

ばすかということです。そしてもう一つは魅力的な

、 、新商品をつくっていく 新しい沖縄に行きたくなる

もしくは買いたくなる、食べたくなる、もしくは娯

楽したくなるような新しい商品をつくっていく。あ

と付加価値の高いものをいかにつくっていくか、そ

の３点だと思っています。その中で滞在日数という

ときには、先ほど来ある離島とか、より遠い地域ま

で足を運んでいただいて、あと１泊につながるよう

な、そういう魅力商品をつくっていくことも大事だ

と思っています。

それから、消費促進についても今、地域と一緒に

新たな商品をつくる、もしくはお土産商品、今その

魅力ある商品づくりについても今年度から事業をス

タートさせているところです。あと付加価値の向上

については、沖縄ＭＩＣＥ、それからリゾートウェ

ディング、あとスポーツとか文化を活用したもの、

そういったものも強化して取り組んでいるところで

ありまして、それとあわせて、やはり最近の動きと

して特筆すべきことは、消費単価の高い外国人観光

客をいかに誘致していくかということです。滞在日

数も長いですし、あと消費購買力も高いので、そこ

も大きな要素になるかと思っております。

今部長から指摘がありました、○座喜味一幸委員

要するに外国人の参入によって、どれだけ外国人に

対してのサービス向上、１人当たり消費額をふやす

かという話がありましたが、実際、急激に二十数万

人から平成25年度では62万7000人に大幅にふえまし

た。この外国からの観光客のニーズというか、１人

当たりの消費額がどれぐらいで、彼らは何を沖縄に

求めているのか、その辺は戦略的に分析されていま

すか。

外国人観光客の観光消費額○村山剛観光政策課長

ですが、空路と海路と別々に申し上げますと、外国

人観光客全体で空路の客は９万6548円、国内の観光

客に比べてかなり高い額が出ております。また、海

路については、クルーズ船が多いためか消費単価は

。 、２万6238円となっております ちなみに国籍別では

、 、 、中国の観光客の消費額が多くて 次いで香港 韓国

台湾となっております。どのような商品についてか

は今データが……。

どのようなこと○湧川盛順文化観光スポーツ部長

を望んでいるかというのは、それぞれの国でまた好
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みが違って、例えば中国であれば非常に買い物を楽

しむ観光客になっています。あと、韓国ではアウト

ドア、スポーツ的なもの、そういったものを好む傾

向があると聞いております。あと、ヨーロッパの方

々も結構来られているようですが、やはり離島の静

かな砂浜、ビーチ、そういうところを好むような話

も聞いております。

外国人観光客、テレビ等で見る○座喜味一幸委員

とすごい買い物を、電化製品だとか、いろいろな宝

石類だとかがんがん買っているのですが、もし中国

の富裕層が来たときというか、アジアの富裕層が来

たときにＤＦＳ活用の可能性はないのか、これは研

究に値しないのか。いかがでしょう。

ＤＦＳを今ある○湧川盛順文化観光スポーツ部長

エリアから別のエリアに新しくつくることは制度的

には可能です。それを展開する企業があらわれるか

どうかにかかっていると思います。

必ずしもＤＦＳでなくても、沖○座喜味一幸委員

縄県に来て、東京で彼らが魅力とされる商品を整え

ることも、全国的にどこに行っても魅力ある商品が

買えるという条件整備も必要ではないかと思って、

一応提案をしました。

最後に、中小企業に対する県の融資制度はすごく

喜ばれているのです。これは何でこんなに喜ばれて

いるのですか。今の現状と中小企業にとって今まで

とどう制度が変わって、どのような支援体制ができ

たのか。その辺を教えてください。

県の融資制度につき○新垣秀彦中小企業支援課長

ましては、平成25年度に借りかえ制度をつくりまし

た。これまで県の融資制度については、平成20年、

平成21年をピークに、平成23年、平成24年と新規の

貸し付けが25％、18％と落ちていったのですが、平

成25年に借りかえ制度をつくって、既存で資金繰り

に苦しんでいる中小企業の皆さんが借りかえできる

というところで執行率が上がったと。そういうとこ

ろで、現状のような方が県の融資制度を使って借り

かえして、資金繰りがうまくいっているという意見

なのかと思います。

これは貸付枠の総額としては今○座喜味一幸委員

後どうなりますか。

平成25年度の県の融○新垣秀彦中小企業支援課長

資制度の執行状況につきましては、新規分で県が65

億6000万円、そしてこれは銀行、金融機関と協調し

ておりまして、総額で193億7500万円ぐらい持って

おりました。それで、執行率でいきますと約半分ぐ

らいですが、平成26年の３月で86億円余り予算を執

行しております。平成26年度もほぼ同額の59億8000

万円ぐらいの県予算でもって、銀行と協調で175億

円余りの融資枠を確保しております。

中小企業は今大きなやる気も出○座喜味一幸委員

てきておりますから、これは予算もしっかり確保し

て充実してください。非常に元気づいていますね。

以上です。

新垣哲司委員。○上原章委員長

まずお聞きしたいのですが、観光○新垣哲司委員

とＩＲ、統合リゾートの件について、これに絞って

少し質疑をさせてください。

今般の議会で国際観光産業振興推進議員連盟をつ

くって、この法案が恐らくは成立するのではないか

という機運があります。そこで一番大事なことは、

やはり法の整備が日本で初めてなものですから、国

会でも十分審査されて通過するものと思いますが、

その辺の今の状況について、わかる範囲でいいです

からよろしくお願いします。

私も動きという○湧川盛順文化観光スポーツ部長

のはマスコミの情報でしかわからないのですが、昨

日の新聞報道を見ますと、カジノを中心とした特定

複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案の今

国会中の成立が不透明感を増しているところでござ

います。というのは、やはり国内の経済発展のため

に起爆剤になるということで非常にメリットを訴え

るところと、一方ではやはり懸念事項、依存症対策

とかそういったものをもっと慎重に議論すべきでは

ないかということもあって、新聞の見出しとしては

カジノ法案迷走ということが出ております。

私も新聞の範囲しかわかりません○新垣哲司委員

が、これはもし法案が通った場合には全国一斉に手

を挙げるものだと思っております。先立っておくれ

をとってはいけないということで、実はきょう糸満

、 、市でこの基調講演が パンフレットを渡しますから

どうぞ見てください。基調講演がパネルディスカッ

ションを兼ねて行われるのです。ですから、これは

何を意味して、先立ってこのような基調講演をする

かということは、やはり全国においても法案が通っ

たら、来年の７月、８月までに県としてもしっかり

国にまたこれをしなければおくれをとるということ

で、きょうの基調講演になっていると思いますが、

その件について、文化観光スポーツ部長は知ってお

られましたか。

恐縮ですが、私○湧川盛順文化観光スポーツ部長

はきょう初めて見ました。

あれだけ予算もつけて外国まで行○新垣哲司委員
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くのに、このような立派な基調講演があることも知

らなかったということは、これはやはりもっと地域

の事情とか、あるいは特定複合観光施設区域の整備

の推進に関する法律案をしっかり前向きにもっと考

えなければいけないと思います。きょう６時半から

あるのですが、文化観光スポーツ部長、これをお聞

きしたいという感想はございますか、どうですか。

日程の状況を見○湧川盛順文化観光スポーツ部長

ながら考えさせていただきたいと思います。

このような弱腰ではだめですよ。○新垣哲司委員

日程を外しても行くぐらいの、皆さんは予算を組み

ながらラスベガスしか行っていないというのでしょ

う。シンガポールやマカオや、それからオーストラ

リアとか、近くにはウォーカーヒルとか、こういう

ところも行かないで、国によってみんなおのおの違

うのですよ。では、このメリットはどういうところ

が挙げられますか、少し言ってください。

今、日本国内で○湧川盛順文化観光スポーツ部長

も私どもがいろいろな情報を新聞とかで見ていて

も、やはりＩＲに対する理解がまだ足りないという

感じはしています。カジノとは少し違う、ＩＲはカ

ジノを備えた施設ではあるものの、さまざまな観光

施設を組み合わせたものだということはまだ理解が

通っていないような印象を受けておりますので、Ｉ

Ｒを県民に、もしくは市民にわかりやすく説明する

という意味では一定の効果はあると理解しておりま

す。

今、文化観光スポーツ部長のおっ○新垣哲司委員

しゃるとおりですよ。設立の趣旨について読み上げ

てみますが、沖縄県は平成25年９月に、政府が検討

中の地域を限定して規制を大胆に緩和する「国家戦

」 、「 （ ）略特区 の全国公募に 沖縄ＩＲ 統合リゾート

の導入 プロジェクトを提案した ＩＲ 統合リゾー」 。 （

ト）とは、テーマパークやホテル、劇場、美術館、

シネマ、ショッピングセンター、展示場、会議場、

一部カジノなどが入る統合型のリゾートである。海

外ではシンガポールで既にＩＲ（統合リゾート）が

稼働しており、家族から子供も、ビジネス客まで幅

広い層に対応する施設となっている。そして、注目

すべきは、ＩＲの開業によりシンガポールの観光入

域者が大幅に増加し、大きな経済発展を遂げたとい

うことであります。

一方、長く低迷してきた日本経済は、アベノミク

ス効果により外国人観光客が増加するなど回復傾向

にある。沖縄県は「沖縄21世紀ビジョン」で世界水

準の観光リゾート地を目指すことを宣言している。

そこで、国際平和観光都市を目指す糸満市として

ＩＲ統合リゾートを誘致することで、懸案となって

いる財政難、経済・雇用問題の解決を図りながら、

観光産業を発展させることが今後の糸満市の明るい

未来を築くものと考え、我々発起人らは本会を立ち

上げるものであると。これは発起人の会長が高山朝

夫先生でございますが、そういうことで、みずから

皆さんは設置をして―この趣旨を生かさないといけ

。 、 。ないわけです だから おくれをとってはいけない

今申し上げたように、一部リゾート、一部依存症

があるということですが、確かに先ほどの質疑の中

にも韓国とかいうのは何兆円もつぎ込んだというこ

とがあるのですが、あれは正直に言って、国の方針

が誤った方向に展開しているから、こういうことに

なっているのです。シンガポールとかマカオはそん

なことは全くありません。すごい規制です。これが

、 。デメリットのことですが 入場をしっかり規制する

国でも、そして県においてもしっかりする。場合に

よっては沖縄県民は立ち入りを禁止するぐらいの

しっかりしたことをやれば、こういう依存症という

ことは出ないのです。まずはきっかけとして、初め

としてはどのように思いますか。

県でもこれまで○湧川盛順文化観光スポーツ部長

いろいろと対策を考えていく中で、県民の入場を原

則制限する方向で検討する方針を出していますし、

きょう、昼のニュースでやっていたのですが、きょ

うは国際観光産業振興推進議員連盟が開かれたよう

で、その中で―間違っていたら恐縮ですが、きょう

の議論の中では、日本国民についても何らかの制限

を加えた形で取り組んでいく方針が出されたようで

ございます。

これから国会でどういう議論を進○新垣哲司委員

めていくかということはあると思いますが、では、

国民がやらなければ何にもできないということに

なっては困るし そこまでは追求しませんが メリッ、 、

トについて本当にどのように考えておりますか。社

会福祉とか、経済とか、教育の無料化とか、雇用の

創出とか、いろいろあるでしょう。統合して少しそ

の辺を、経済効果。

県でカジノ統合○湧川盛順文化観光スポーツ部長

リゾート導入に関する経済効果を試算したことがあ

るのですが、これは平成22年度に行っております。

その中では、アミューズメントリゾートの郊外リ

ゾート型というものが一番経済効果が高いとなって

、 、 、おりますが その場合に 敷地面積が43ヘクタール

そして投資が1600億円と想定しますと、生産波及効
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果として5197億円で、ＩＲにおける直接雇用で9100

人、そして雇用誘発効果で５万4000人という結果が

出ております。

これはきょうの基調講演でも、今○新垣哲司委員

部長がおっしゃったとおり、経済効果が5196億円と

いう効果が出ると言われているのです。そこにはや

はり地元の農業、漁業、畜産業、第１次産業、地産

地消ということで、これは国のほうでしっかり制定

していくということですが、その辺はどのようにお

聞きしていますか。

これはそのＩＲ○湧川盛順文化観光スポーツ部長

にどのような施設を組み合わせていくか、どのよう

な機能を持たせるかによって変わってくるものでは

あると思うのですが、県でやっていた平成22年度の

調査の中で生産波及効果は5197億円というものを出

しております。その中には、まさに地域のそういっ

た食材を使う等々の波及効果まで含まれたものとし

ての効果でございます。

それを聞いているので、それを限○新垣哲司委員

定するということで、国は法的な整備をやっていく

ということですので、県としてはこれにマッチする

ような方法の考えもありますかということを聞いて

いるのです。

例えばシンガ○湧川盛順文化観光スポーツ部長

ポールの例でいきますと、シンガポールは今、２つ

のＩＲがあります そのときに シンガポールでしっ。 、

かりとコンセプトを示したわけですね。１つにはリ

ゾートモデル型、あと都市型、ＭＩＣＥ型で示す。

その中でそれぞれ条件をうたって公募して、業者を

選定していると聞いております。仮に国内でＩＲが

誘致される場合も、それぞれの地域というのは、自

分たちの地域に最大限メリットがあるような仕様書

。 、をつくって公募する その中にどういう施設なのか

もしくは雇用のこと、今言う地元の食材のこと、そ

ういったことはやはり一定の条件を仕様の中でう

たった上で公募することになると思いますので、そ

れはもうそれぞれの地域で、最大限地域に落ちるよ

うな取り組みをやっていくことになると思います。

それで、この波及効果と申します○新垣哲司委員

か、それを導入することによって雇用が生れますよ

ね。今、県の試算としては、今言う5200億円の生産

波及効果が出てくると。雇用はどのぐらい試算され

ておりますか。

雇用として、Ｉ○湧川盛順文化観光スポーツ部長

Ｒに直接雇用される方としては9100人、そしてもろ

もろの経済の誘発効果でもって生まれる雇用として

は、５万4000人に相当するというシミュレーション

でございます。

今言ったＩＲの税収増から見た場○新垣哲司委員

合、これはあくまでも試算ですが、この試算からい

くと２万8000人ぐらいの雇用だと思いますが、それ

はどの辺が違っているのですか。

今、糸満市でさ○湧川盛順文化観光スポーツ部長

れたシミュレーションと前提条件がどうなっている

のかというので違いが出てくると思いますが、県で

やったものは、敷地面積が43ヘクタールで1600億円

の投資をやるという前提でやって、直接の雇用が

9100人、そして波及として５万4000人というシミュ

レーションでございますので、前提をお聞きしない

と、どこが違っているのかというのはコメントが難

しいと思います。

わかりました。やはり面積が違い○新垣哲司委員

ますね。試算も違ってくる、この３倍ぐらいですか

ら。その辺はよくわかりました。もう時間も時間で

すが、もう一度これを聞きたいのですが、文化観光

スポーツ部長、きょうの基調講演は成功すると思い

ますか。成功裏に終わるように、県としてそう思い

ますか。

糸満市として○湧川盛順文化観光スポーツ部長

は、議員の皆さん中心にその検討委員会みたいなも

のを立ち上げて積極的に取り組んでいると思います

ので、そういった意味では、一定の方が集まって、

地域としての盛り上がりは出てくるものと期待して

おります。

日程もいろいろあるようでありま○新垣哲司委員

すが、やはり担当部署としてこういう年に１度、２

度ぐらい……。外野は言わないでくださいよ、質疑

しているのは私ですから。文化観光スポーツ部長、

これは隠れても行ってくださいよ。人には言わなく

ても堂々と行ってくださいよ。私はどんな用事が

あってもきょうは参加してお聞きしたいと。恐らく

会場がいっぱいで入れないぐらいの市民を初め県民

が来ると期待しているのですが、基調講演の日本に

おけるＩＲ事情の動向、そしてまたもう一方は、Ｉ

Ｒにおける人材育成と入場の規制ということで、Ｉ

Ｒを誘致する上で大変貴重な講演だと思っておりま

す。それから、ギャンブル依存症についても十分お

話があると思いますので、その辺もやはり改善しな

、 、 、くてはならないということで 今 国会に期待をし

それからまたこれから予算も頂戴して、あらゆると

ころの先進地はほとんどの国がＩＲもありますの

で、そのように期待を申し上げまして、最後に文化
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観光スポーツ部長の見解を聞きたいと思っておりま

す。

知事がこれまで○湧川盛順文化観光スポーツ部長

答弁いたしているとおり、産業振興として魅力ある

ものの、さまざまな意見がございますので、国の動

向も踏まえながら、県として県民のコンセンサスを

前提にこの問題については取り組んでいきたいと

思っております。

私は、市議会中心の主催と勘違いしておりました

ので、そこの部分は少し訂正させていただきます。

以上で商工労働部長及び文化観光○上原章委員長

スポーツ部長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

再開いたします。○上原章委員長

決算調査報告書記載内容等について、休憩中に御

確認願います。

休憩いたします。

調査報告書記載内容等につ（休憩中に、決算

いて協議）

再開いたします。○上原章委員長

要調査事項及び特記事項につきましては、休憩中

に御確認いたしましたとおり決することに御異議あ

りませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○上原章委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。

決算特別委員長に対する決算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○上原章委員長

よって、さよう決定いたしました。

3 4ii
次に、視察調査日程についてを議○上原章委員長

題といたします。

休憩いたします。

について協議した（休憩中に、視察日程調査

結果、日程案のとおり行うことで意見の一

致を見た ）。

再開いたします。○上原章委員長

お諮りいたします。

視察調査日程につきましては、休憩中に御協議い

たしましたとおり決することとし、議長に対し委員

派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議

ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○上原章委員長

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後３時42分散会
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